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学校の概要 

 

１． 学校の設置者 

東京ベルエポック美容専門学校は学校法人滋慶学園が設置しています。学校法人滋慶学園は共通の理念のもとに専門学校を全国に運営する滋慶学園グループの構

成法人です。 

２． 開校の目的 

東京ベルエポック美容専門学校は美容に関する高い専門技術、知識、情報力、感性、創造力、コミュニケーション力を持った「美のコーディネーター」を育成します。 

この育成を通じて、若者から高齢者まで幅広い世代の人々が心と身体ともに健やかに美しく、豊かに生きていける社会づくりに貢献します。 

  

  設立の趣意 

現代の日本は心と体の健やかさや美しさに人々の関心が高まっている「美と健康の時代」であります。また、「美と健康の時代」は「個性化の時代」でもあります。性別は勿論、年

齢、趣向、社会的地位等の異なる環境の中において、人々の美意識は貴方らしく、自分らしくというのが時代のニーズです。 

現代の美容業界には消費者の美に対する意識の変化に伴い、従来のヘアスタイリストのみならず、プラスアルファの専門性を持った正しい知識・技術と質の高いサービスが提供

できる人材養成が急務であり、これらの人材を養成することが、今後の本学における使命であると認識いたしました。 

従いまして本学では、滋慶学園グループの姉妹校であるベルエポック美容専門学校・札幌ベルエポック美容専門学校・福岡ベルエポック美容専門学校と連携し、同校で蓄積し

た実績を活用しながら、先に述べた人材の養成に向けて、従来の国家試験合格に力点を置いた教育から「現場力の養成」を基本コンセプトとし、確かな知識･技術の習得はもと

より、多様なニーズに対応できる情報力、創造力、コミュニケーション力の習得と、人が人にサービスを提供し顧客満足を得る事業が故のホスピタリティや人間力の育成にも力点

を置いた教育を学生個々の状況に合わせてきめ細かく指導できる少人数制で行うことで、この新たな時代に対応できる人材育成の模範となるべく設置の趣意を固めたもので

す。 
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学校の概要 

 

３．校長名、所在地、連絡先 

学校長 浮舟 洋子  所在地 東京都江戸川区西葛西６－２４－１６  連絡先 ０３（５６５９）９０９０ 

４．学校の沿革、歴史 

２００９年 ４月   厚生労働省指定美容師養成施設、東京都知事認可の専修学校として 

            学校法人滋慶学園「東京ベルエポック美容専門学校」開校 

            開校開設学科：美容師科 

２００９年 ５月   第 2 校舎 完成 

２００９年１０月   美容師科通信課程 開講 

２０１０年 ４月   トータルビューティ科、ブライダル科開講 

２０１３年 ４月   美容師実践科開講 

２０１４年 ４月   エステティック科、トータルビューティ専攻科開講  美容師科 職業実践専門課程認定 

２０１５年 ７月   第３校舎完成 

２０１７年 4 月   ヘアメイク科開講 トータルビューティ専攻科を夜間課程から昼間課程へ変更 

 

５．その他の諸活動に関する計画（防災計画） 

防災訓練を春と秋に実施 
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自己点検･自己評価に対する姿勢 

 

2005 年 3 月に発表された文部科学省「専修学校の振興についての協力者会議」報告の中に、専門学校の持つ職業教育力の特徴は、「専門的な教育と職業観を涵養す

る教育とが一体的かつ効率的になされている」点にあると記載されています。入学者一人ひとりが目指す職業に就けるための専門性を身に付けかつ、人間的にも優れ打

人材を育成する職業人教育※は、専門学校の使命として捉えています。 

本校は、入学した学生一人ひとりの学生が目標を達成できるよう、目標設定とその目標に到達させる教育システム※の開発・イノベーションに取り組んできました。 

実践的な職業人教育を目的とした自らの教育活動、学校運営について、社会のニーズをふまえた目標を設定し、その達成状況や達成に向けた取り組みの適切さ等につい

て自ら評価、公表することにより、学校として組織的・継続的な改善を図っていきます。 

※ 職業人教育：職業人教育を我々は以下のように定義します。 

職業人教育 = 専門職業教育 + キャリア教育 

キャリア教育 → 社会人として・職業人として必要な基礎的な知識・態度の教育 

専門職業教育→ 特定の職業に就くための専門的知識、技能、態度の教育 

※ 教育システム：広義の教育システムを「養成目的と教育目標」（養成目的はその学科の社会的ニーズ、教育目標は卒業時到達目標）、「目標達成プロセス」（カリキュラム、

学年暦、時間割、シラバス）、「目標達成素材」（教科書、教材、教育技法）、「目標達成支援人材」（担任、専任講師、非常勤講師）、「評価基準」（透明性、公平性、競争性）

の 5 要素で考えています。 
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学校関係者評価委員会の構成と意義 

 

自己点検・自己評価を行なうにあたり、学校関係者評価委員会を組織します。本評価委員会を組織することによって、学校の教育活動の質の向上、学校運営の改善・強化

を推進していきます。 

学校関係者評価委員は学生保護者、卒業生、関連業界、高等学校、地域住民、自治体関係部局などの関係者で構成し、自己点検・自己評価の結果に基づいて行なう学

校関係者評価の実施とその結果の公表・説明をおこない、学校関係者からの理解と参画を得て、意見、評価をもらいます。 

学校関係者評価委員会を活用し、学校の現状について適切に説明責任を果すとともに、地域における学校関係者と学校との連携強化を推進し、日々教職員の教育力・

運営力向上に努めていくことを約束いたします。 
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教育理念 

 

① 実学教育 

流行の移り変わりが早い美容業界において、今求められる技術力に対応できる「基礎力」を身につけるとともに、幅広い世代の人々に「美」と「健康」と「癒し」を提供できる美容のプロ

とし 

て、即戦力となれる人材育成をしています。 

実学教育の要となる産学連携教育を重視し、TOPサロンゼミ、アシスタントプログラム、ビューティトレーニングランド、現場実習等、全ての学生が体験しながら学ぶことができる学習環

境創りをしています。また、専門職として業務の遂行に必要な資格は確実に合格するよう万全の指導を行っています。 

 

② 人間教育 

プロとして必要な「身構え、気構え、心構え」を持った職業人を養成します。 

専門職として仕事をする上で、コミュニケーション力、おもてなし力が求められています。いかに技術的に優れていても社会性、人間性に欠けていたら信頼される職業人にはなれませ

ん。 

学校生活の中で、いかに人間力を高める教育ができるかが重要になっています。そのため、開学以来『今日も笑顔で挨拶を』を標語として掲げ、あいさつを習慣にする指導に取り組

んでいます。さらに学生サロンでお客様に対応することで、プロ意識を醸成するとともに、気づきの機会を与え、コミュニケーション力、おもてなし力を実践の場で身につけることができ

る環境を提供しています。 

 

③ 国際教育 

21 世紀はボーダーレスの時代といわれています。あらゆるジャンルにおいて外国の方々とビジネスをする事が普通になります。美容業界はグローバルなビジネスです。  

国際的に活躍するには、コミュニケーション手段としての英会話（英語理解力）は大切な要素となりますが、相手のことを考え、相手の国のことを考えることもがより大切なことたど 

考えます。同時に自国のこと（歴史・文化・伝統）、自分のことを良く知り主張できることも大切です。つまり国際的な感性を学び知ることのが必要になります。 

留学生との交流・海外研修・インバウンドの受入などを通じ国際性を高め、国際的な感性を身につけます。 
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学校の目標（今後５年間） 

 

 5 ヵ年の目標 

１．進級率を９５％にする。 

２．就職率９５％以上を毎年継続する（※１） 

３．１年以内の離職者を０にする（※２） 

目標の意図 

１． 中途退学によりニート、フリーターになるリスクは高く、その予防は社会的使命といえます。はじめから中途退学をしたいと思い入学してくる学生はいません。 

入学者一人ひとりの将来を真剣に考え、一緒に課題解決をしていくために教職員のカウンセリング力向上、授業力の向上に組織的に取り組んでいます。 

２． 学生が学んだ専門性、取得した資格を活かした就職ができるということが専門学校の存在価値であると考えています。また、単なる専門分野への就職ではなく、一人ひとり 

の学生に合った就職が出来るように支援・指導することで末永く職業人として活躍でき、更には離職防止にもなると考えています。 

３．就職した学生が 1 年以内に離職してしまうということは、就職先と本人の希望や適性が合っていなかった可能性が高く、学校のキャリア支援に問題があったとも言えま 

す。このようなミスマッチを 0 にすることを目標とし、そのために就職後の卒業生の情報収集とキャリア支援を行なっています。 

目標を達成するための方策 

１．教育カリキュラムのイノベーション 

美容業界で活躍していく為に必要な「基礎力・実践力」をベースに、常に最新の美容業界を意識したカリキュラムイノベーションを図っていくことで、学生の興味、満足度が

高くかつ業界が求める人材を輩出するカリキュラムを提供することが大切だと考えます。また、入学してくる学生が受けてきた教育などによる質の変化に対応し、教育手法を

変えるなど、教員側の変化を求めていきます。 

２．ＦＤ活動の強化※   

FD 活動を活発化し、学生一人ひとりが目標をクリアする力を身につけるための授業力、教授力の向上のための教務担任研修、講師研修会の実施、新任講師の OJT 研

修、コマシラバス,小テストをはじめとする教育システムの質的向上を図ります。また、アクティブラーニングの導入を図ります。 

３．産学協同教育の推進  

TOP サロンゼミやアシスタントプログラム、現場実習、をはじめとする業界と連携した教育コンテンツの充実やビューティトレーニングランド、各種イベント、講師派遣など業

界と学校が積極的に連携し人材養成を行います。 

  ※ＦＤ (Faculty Development の略) 教育力向上のための実践的な取り組み。 

 

 

※１ 就職率 
 基本的考え方は、卒業後ニートにしない。自立した社会人を育てる。 
※２ 1 年以内の離職 
 学校を卒業し、就職した後、1 年以内で離職した者 
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学校組織の整備 

 

①サッカー型組織 

   私たちの学校は大きく 4 部門（教務、企画、就職、総務）で構成しています。それぞれの部門で働く教職員の職務分掌は、 

固定しているものと、変化するものがあります。 

機に応じて役割が変化したり、通常の役割を越えて働くことを良しとする、サッカーのような組織を理想としています。 

   

②職務分掌 

理事会 グループ総長 滋慶学園グループ全体の運営方針、人事の決定を行なう。 

法人理事長 滋慶学園グループの運営方針に基づき、法人の学校方針実現に向けて助言・諸活動を行なう。 

常務理事 滋慶学園グループの運営方針に基づき、グループ校の運営方針の決定を行なう。 

学校長 建学の理念を体現し、教育、指導運営において、周知徹底に寄与する。 

副学校長 学校長を補佐・代行し、学校業務の質と実績を高めるために助言・諸活動を行なう。 

エリア長 常務理事を補佐し、グループ校の運営方針を遂行するとともに、各学校責任者の指導、助言を行なう。 

教職員 事務局長 学校責任者として事業計画を作成し、学校運営にかかわる全ての意志決定の責任を負う。 

教務部長 学校運営全ての業務において、事務局長を補佐し、事業計画実現に向け諸活動を行なう。 

学部長・学科長 学部・学科の事業計画の作成、運営にかかわる全ての意志決定の責任を負う。 

広報センター長 学校広報目標について、事務局長の監督のもと、各リーダーと連携をとりながら、その実現に責任を負う。 

キャリアセンター長 学校就職目標について、事務局長の監督のもと、各リーダーと連携をとりながら、その実現に責任を負う。 

学生サービスセンター長 学校予算の管理、教職員、及び学生の環境整備について、事務局長の監督のもと、各リーダーと連携をとりながら、その向上のための責

任を負う。 

スタッフ職 個別業務の執行について、上長の監督のもと、全般的な意思決定を行なう。事業計画、教育目標達成に向けた業務、プロジェクトや委

員会活動など部署横断的な活動に対し積極的にその諸活動を行なう。 

 

    

広報 

 
教育 

 
就職  

総務 
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学校組織の整備 

 

③学習する組織 

私たちの学校は、学内において教職員が組織的に学習に取り組み、スタッフ一人ひとりが成長できる組織を目指しています。そのために、学習する組織のあり方と、学校運

営の方法の確立に取り組んでいます。 

 １．知の蓄積と伝承を促す組織的学習システムの構築 

   学校の基本単位は教務部と事務部で、それぞれ学部、学科、センターがあります。5 名内外のメンバーで構成されるそのチームを学習グループとして位置づけます。また、

クロスファンクショナルなチーム（プロジェクトや委員会など）も同様に学習グループとして位置づけ、自問自答と対話と探求による学習を行ないます。 

 ２．自問自答と対話と探求による意思決定システム 

  自問自答：会議・研修は事前準備され、目的、議題、資料などは事前に参加者に配布します。参加者は事前に自分なりの考えを整理した上で参加します。主催者は、あらゆ

る個人のあらゆる問い、疑問、質問を尊重し、傾聴する場づくりに努めます。大切なのは自答ではなく自問です。考え、調べ、学ぼうとする個の力を育成するのが狙いです。 

  対話（ダイアローグ）:主催者はすべての参加者が役職や立場などに関わりなく平等に議論する場をつくるよう努めなければなりません。主催者と参加者は、対話の結果たどり

着いた合意が、単なる妥協や組織内政治の結果ではないか、本質的な問いとなっているか、組織の原則・基本理念と整合しているか、をよく検証する必要があります。 

  探求（根拠を問う）:問いや主張が対立し、平行線をたどるような場合、相互の主張や考えの背後にある事実やデータについて議論するよう心がけなければなりません。それ

ぞれが主張する推論の根拠を問い、誰が正しいのか？ではなく、なにがより筋の良い問いであり、仮定であるかを大切にします。 

  【会議のシステム】 

学内会議 

【全体会議】 月１回 全教職員 
【運営会議】 月１回 運営部長、局長、部長、学部長、センター長 
【学科・部署会議】 月１回 学部、センタースタッフ 
【すべコン会議】  月３回 局長、部長、学科長、広報センター 
【ＴＢＭ（Tool Box Meeting）】朝礼、終礼、他適宜 

グループ会議 

 
【戦略会議】    月１回  
 
【美容戦略会議】 月１回 
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学校組織の整備 

 

④意思決定システム（コミュニケーション一覧） 

方法 目的 実施回数 主催者 対象者 

常務会 滋慶学園グループ運営の最高決議機関 １２回／年 総長 常務理事・指名者 

グループ戦略会議 グループ最高議決機関。戦略及びその実行計画を決定する。戦略実施の中間チェックを行
なう。参加かメンバーが戦略作りの要諦を学ぶ場である。 

１２回／年 常務理事 エリア長・指名者 

美容戦略会議 第５期５ヵ年計画の戦略的課題（ブランド確立）の鍵を握る次世代マネージャーの育成を行
なう。 

１２回／年 常務理事 事務局長・指名者 

運営会議 グループ戦略会議に基づく学校毎の事業計画作成、実施チェックを行なう。学科長クラスの
目標達成力及び問題解決力を育成強化する。 

1 回／月 事務局長 部署リーダー 

全体会議 建学の理念、4 つの信頼を基に第５期 5 ヶ年計画と 2015 年度事業計画の諸方針に従った
日常業務の遂行方法を学ぶ。学科部署を越えた共通の課題から、特に重要な問題につい
て認識を共通にする。 

1 回／月 事務局長 全教職員 

部署別会議 各部署の年度目標達成に向けて発生する様々な問題を協議、解決する。 1 回／月 部署リーダー 全教職員 

プロジェクト 事業計画達成に向けて、部署を横断的に協議する。 適宜 リーダー プロジェクトメンバー 

ミーティング 

O・N・O ※ 相互の情報交換や特定の問題、状況、関心事について時間をとって話をすることにより、ｽﾀ
ｯﾌ、ﾄﾚｰﾆｰへﾉｳﾊｳやｽｷﾙを伝え、問題解決、発見につなげる。 

適宜 マネージャー・トレーナー スタッフ／トレーニー 

講師 O・N・O 教育ｼｽﾃﾑ改革に基づく授業運営、教育方針の徹底をはかり、問題発見の機会とする。 2 回／年 事務局長・教務部長 講師 

TBM（ツールボックスミーティング） 問題解決の場として適宜実施し、業務の改善をはかる。 適宜 教職員 関係教職員 

朝礼・終礼 お互いの問題発見の報告、対策の周知の場とする 毎日 事務局長 全教職員 

E・メール 

議題･議事録 議題配信：事前準備を促し、会議への参加意欲を高める。議事録配信：決定事項の内容確認や伝達

に活用する 

適宜 議長・書記 参加メンバー全員 

※O・N・O  ONE・ON・ONE の略 1 対 1 の面談 
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学校組織の整備 

 

 ⑤滋慶教育科学研究所  

  滋慶教育科学研究所（略称 JESC、以下 JESC という）は、滋慶学園グループ傘下各校の教育の質的向上を目指す一般財団法人です。本校が参加する JESC の主な研究、

研修活動には以下のものがあります。 

滋慶教育科学学会 滋慶学園グループの各校の教育実務・技法等の研究成果の発表、社会貢献に資するための職員の研鑽と人材育成の場と

して毎年開催しています。 

職業人教育研究センター 学園における職業教育に関する調査･研究･開発を行い、学園全体の教育の質向上を図ると共に、研究成果を内外に発信

しています。 

キャリア教育部会 キャリア教育委員会、カウンセラー委員会、進路変更委員会、学生サポート委員会の委員会を設置ししています。 

専門教育部会 教育分科会の中に美容教育部会があり、美容関連校の横のつながりを持ち、各校の教育力向上を図ります。また。産学連

携委員会、FD 委員会、３P 検討委員会、国家試験対策委員会が設置されています。 

国際教育部会 英語教育委員会、日本語教育委員会、海外職業教育調査研究委員会を設置し、学園の国際教育をサポートしています。 

マネジメント研修 学校運営に携わるマネージャーを対象に研修を行ない、マネジメント力の向上を目指しています。 

教職員カウンセラー研修 すべての担任と、直接学生と接点を持つ前教職員が２年間にわたってカウンセリング研修を受けることを義務付けています。

カウンセリング研修で得た知識技術を活かし、学生カウンセリングを行なっています。 

OJT トレーナー研修 新入職者に対してトレーナーとしての心構え及びトレーナーに求められるスキルを学びます 

新入職者研修 学園に入職して仕事を始めるにあたって、学園の理念や原理原則を理解し、自分らしさを活かして仕事を楽しめるよう研修

を行なっています。 

⑥学内研修体制 

私たちの学校は、学内においても各種研修を実施し、スタッフ一人ひとりが成長できる組織を目指しています。そのために、学習する組織のあり方と、学校運営の方法の確立

に取り組んでいます。 
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本年度の重点課題 

 

1．【進級率 90％】 

○上位層対策としての TOP サロンゼミ、コンテスト対策を実施する㊤ 

○アクティブラーニングを導入する㊥ 

○転校・転科者半減のための下位層対策、個別支援を実施する㊦ 

○実践科の実習不適応者を出さないための対策を実施する 

○留学生への日本語対策講座を実施する 

 

2．【入学者 240 名の確保】  

○毎週月曜日のすべコンで広報 PDCA サイクルを回す 

○SNS（twiier.Instagram)で絶えず学校情報を発信し、認知度を高める 

○早期 1,2 年生広報を実施する 

○日本語学校５校との連携強化 

 

3.【イノベーション】 

○トータルビューティ専攻科を昼間課程に変更しメイクとエステに化させ、業界と直結した学科にする 

○継続教育学科（2 年制卒業後のプラス 1 年学科、若しくは 2 年制学科へ 

 の橋渡し学科としての価値作りを行う 

 

4.【リスクマネージメント、コンプライアンス】 

○安全衛生委員会を月 1 回開催する 

○コンプライアンス委員会（事務局長・マネージャー）を年 6 回開催する 

○財務会議を月 1 回開催する（滋慶サービス+学サ+学科長） 

 

5.【収益率改善】 

○授業運営改革により、予算削減をする 

○適正な予算執行により無駄をなくし、収益率を高める 

○学費分納者対策を施し、学費未回収を無くす 

○奨学金利用者面談を定期的に行い、卒業後の返還延滞を防止する 
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基準１ 教育理念・目的・育成人材像 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学校法人滋慶学園は「職業人教育を通して社会に貢献する」こと

をミッションに「建学の理念」と「4 つの信頼」を体現している。 

【建学の理念】 

① 学教育 ②人間教育 ③国際教育 

【４つの信頼 】 

①学生・保護者からの信頼 ②高等学校からの信頼 ③業界から

の信頼 ④地域からの信頼 

建学の理念に基づき、美容に関する高い専門技術、知識、情報

力、感性、創造力、コミュニケーション力を持ち合わせ、入学者

全員が即戦力として美容業界で活躍できる教育を提供すること

を組織目的に掲げて活動してきた。 

 

現在、美容業界は消費者の美に対する意識の変化、多様化に

伴い、お客様一人ひとりに合わせたプラスアルファの専門性を持

った正しい知識・技術と質の高いサービスが提供できる人材養

成が急務であり、これらの人材を養成することが、今後の本学に

おける使命であると認識している。 

 

また、少子高齢化にともない、顧客層の変化を敏感に察知し、業

界が求める人材像を先取りした人材育成をする必要がある。東

京ベルエポック美容専門学校は「流行の美容を一人ひとりに」を

掲げ、業界と連携した現場実践カリキュラムと一人ひとりを大切

にするサポートで入学者全員が即戦力として活躍できる教育を

提供していく。 

 

 

業界との連携を更に進め、東京ベルエポックが育てたい学生像

とカリキュラム構成における考え方を共有していく。 

TOP サロンゼミ：現場のプロを学校に招き、ゼミ形式の講

義や実演、実技指導を行う。今の流行に敏感になるととも

に、現場のプロと接することでモチベーション向上を図るこ

とを続けていく。 

アシスタントプログラム：実際の現場アシスタントとしてプロ

について現場を知るプログラム。現場の臨場感を肌で感じ

ることで、自己の将来像を明確にする。 

現場実習：美容サロンで働きながら学ぶシステムとしての

長期現場実習と、現場を知るための短期実習があるが、

目的を明確にし、学生へもしっかりと伝える。 

１、実学教育 

業界と連携した実習、インターンシップ、アシスタン

トプログラム、ビューティトレーニングランドが特徴で

ある。 

また、一人ひとりの習熟度を見極めるための少人数

クラス運営を行なっている。 

 

２、人間教育 

開校以来『今日も笑顔で挨拶を』を標語として掲

げ、おもてなし教育にも向力を入れている。        

また、これらの教育プログラムを通じ、コミュニケーシ

ョン能力、リーダーシップがとれる対人スキル（ヒュー

マンスキル）や逞しさを身につける。同時に、自立し

た社会人・プロの職業人としての身構え・気構え・心

構えを養成している。 

 

３、国際教育 

より広い視野でモノを捉える国際的な感性を養うべ

く国際教育、海外研修を実施している。『自分を愛

することのできない人に、他人を愛することはできな

い』をモットーに、日本人としてのアイデンティティを

確立したうえで、価値観や文化の違いを尊重できる

よう指導している。 

 

最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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1-1 （1/2） 

1-1 理念・目的・育成人材像 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-1 理念・目的・育

成人材像は、定め

られているか 

□理念に沿った目的・育成人

材像になっているか 

□理念等は文書化するなど明

確に定めているか 

□理念等において専門分野

の特性は明確になっているか 

□理念等に応じた課程(学科）

を設置しているか 

□理念等を実現するための具

体的な目標・計画・方法を定

めているか 

□理念等を学生・保護者・関

連業界等に周知しているか 

□理念等の浸透度を確認して

いるか 

□理念等を社会の要請に的

確に対応させるため、適宜見

直しを行っているか 

 

 

 

５ 毎年、社会状況、高校生

の進路決定状況、業界の

変化を分析した上で事業

計画を作成している 

 

学校の 3 つのポリシー「ア

ドミッションポリシー」「カリキ

ュラムポリシー」「ディプロマ

ポリシー」を定め、実行して

いる。 

 

事業計画には学校のヴィ

ジョンやミッションを明記し

た組織目的とその実現のた

めの方針・目標・計画が全

て盛り込まれている 

 

学校の 3 つのポリシーを踏

まえた、学科毎の 3 つのポ

リシーを定め、それ基づい

たカリキュラム策定の精度

を高めていくこと。 

学部長を主体とした学科カ

リキュラムプレゼンテーショ

ンの実施と教育課程編成

委員会の開催を実施するこ

とで、経験値を高める。 

 

 

1-1-2 育成人材像は

専門分野に関連す

る業界等の人材ニ

ーズに適合している

か 

□課程(学科)毎に、関連業界

等が求める知識・技術・技能・

人間性等人材要件を明確にし

ているか 

□教育課程・授業計画(シラバ

ス)等の策定において、関連業

界等からの協力を得ているか 

４ 教育指導要領、学生便覧

において、養成目的・教育

目標を定め、それらを基に

したカリキュラム・シラバスを

作成している 

業界の変化を常に敏感に

キャッチし、養成目的に反

映できているのかの検証 

顧客（高校生）の変化、業

界の動向、学生の変化に

伴い、カリキュラム改革を継

続していく 
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1-1 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

1-1-2 続き □専任・兼任(非常勤)にかかわら

ず、教員採用において、関連業

界等から協力を得ているか 

□学内外にかかわらず、実習の

実施にあたって、関連業界等から

の協力を得ているか 

□教材等の開発において、関連

業界等からの協力を得ているか 

４ 実習先や就職先などからの講

師派遣や特別授業においての

業界ゲスト講師を積極的に導

入している 

戦略的な実習先開拓により、

学生の価値、学校の価値をた

かめていく 

学校が定めた就職先 TOP10、

GOOD10、VIP10 への戦略的

な就職支援の実施。 

 

1-1-3 理念等の達成

に向け特色ある教

育活動に取組んで

いるか 

□理念等の達成に向け、特色あ

る教育活動に取組んでいるか 

□特色ある職業実践教育に取組

んでいるか 

４ 学校の 3 つのポリシーを軸に

教育活動を実行している。 

3 つのポリシーの浸透 

（教職員、講師、学生、保護者

など） 

各会議、学校説明会、担任授

業などで周知する。 
東京ベルエポック美

容専門学校 3 つのポ

リシー 

1-1-4 社会のニーズ

等を踏まえた将来

構想を抱いている

か 

□中期的（3～5 年程度）な視点

で、学校の将来構想を定めてい

るか 

□学校の将来構想を教職員に周

知してるか 

□学校の将来構想を学生・保護

者・関連業界等に周知しているか 

４ 組織目的とその実現のため

の方針・目標・計画を研修を通

じて教職員への周知を図って

いる。 

教職員一人ひとりが組織目的

を意識しながら仕事に臨む。 

常に事業計画書に立ち返り繰

り返し伝えていくことを継続す

る。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事業計画学校の未来を表現したものであり、そこで考えられた組織目的、運営方針、実行方針、実

行計画が学校の成長につながっている考える。 

また理念、経営者の言葉、学校の考え方や組織文化を、さまざまな形で文書化し、組織内に浸透

させるとともに、新たに組織に入ってくる人にも外部にもわかりやすく示していくことが学園、学校の

活性化につながっていると考える。 

今年度は学校の３つのポリシーを明確に定め、学生募集の段階から公開している。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準２ 学校運営 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

諸環境の変化に対応できるように事業計画については毎年長期

（５年）、中期（３年）、短期（１年）を展望し、次年度事業計画を作

成している。 

毎年作成しているこの事業計画が学校運営の核となるものであ

る。 

  

事業計画は、学校運営会議、法人常務理事会、法人理事会、法

人評議員会の決済を受け、承認を得ることになっている。それを

受け、毎年 3 月の初旬に５日間かけて、学校の事業計画の研修

を行い、全教職員へ周知徹底している。 

 

事業計画において、組織図、職務分掌、各種会議の意思決定シ

ステム（コミュニケーション一覧）が明確に示されている。 

 

運営組織は、事業計画の核をなす組織目的、運営方針、実行方

針と実行計画に基づいたものである。単年度の運営も、中期計画

の視点にたって行われている。事業計画書の組織図には、学校

に関わるすべての人材が明記され、誰もが全員の組織上の位置

づけを理解できるようになっている。 

 

学校が最も大切にしていることとして、チームで成果をあげるとい

うことである。 

 

事業計画策定に当たっては、業界調査、高校生（顧客）の価値、

学校の強みに鑑み、学校が進むべき方向性をより明確にした上

で、組織的にコンセンサスを取る場を設定する。（運営会議、全

体会など） 

 

事業計画の構成 

①組織目的（普遍的に学校が目指す開校、組織運営の

目的） 

②運営方針（中期的に組織として目指していく方針） 

③実行方針（中期的な組織の運営方針を実現するため

の単年度の方針） 

④定量目標（受験者、教育成果（中途退学防止、欠席

率、資格取得数、就職率、専門就職率等）） 

⑤定性目標（人材育成や組織あり方等定性的な目標に

ついての単年度目標） 

⑥実行計画（その方針を実現するための詳細な計画） 

⑦組織図（単年度） 

⑧職務分掌 

⑨部署ごとの計画及びスケジュール 

⑩附帯事業計画 

⑪職員の業績評価システム 

⑫意思決定システム 

⑬収支予算書（5 ヵ年計画） 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 

2-2 （1/1） 
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2-2 運営方針 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-2-1 理念に沿った

運営方針を定めて

いるか 

□運営方針を文書化するなど明

確に定めているか 

□運営方針は理念等、目標、事

業計画を踏まえ定めているか 

□運営方針を教職員等に周知し

ているか 

□運営方針の組織内の浸透度を

確認しているか 

４ 事業計画は常務理事会、法人

理事会、法人評議員会の決済

を受け、承認を得ている。 

学校の事業計画は毎年 3 月の

第 1 週目に研修を行い、全教

職員へ周知徹底している。運

営方針の実現のため、週１回

の学校運営会議、学校全体会

議及び学科会議、部署会議を

通じて、問題点や課題を明確

にかつ絞込みＰＤＣＡサイクル

を回すことを意識している。 

年初に共有した事業計画を常

に意識し、目標達成に向かっ

て仕事をする環境を作る。 

全体会、スタッフ面談等で事

業計画を振り返り、目標に対

する進捗状況を確認する。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法人としては、事業計画・運営方針を定めることを重要視している。 

明文化、文章化された事業計画・運営方針を基に、学校運営に関わる全ての人に周知徹底するこ

と、そして、共感してもらうことに、力を入れている。各種の研修（教職員・講師）、会議（運営会議・学

科会議・課別会議等）で繰り返し確認することで、全教職員が納得して学校運営に携わる環境作りを

している。 

ＰＤＣＡサイクルを回すための、マネジメントスキル、知識、そしてリーダーとしての研修を

重視している。どんな立場の教職員もマネジメント力が問われる機会がある。（担任であ

ればクラスをマネジメントしなくてはならない）このような考えから、全ての教職員がマネジ

メント力を養う必要性があると考えている。 

 

 

 最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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2-3 （1/1） 

2-3 事業計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-3-1 理念等を達成

するための事業計

画を定めているか 

□中期計画（3～5 年程度）を定め

ているか 

□単年度の事業計画を定めてい

るか 

□事業計画に予算、事業目標等

を明示しているか 

□事業計画の執行体制、業務分

担等を明確にしているか 

□事業計画の執行・進捗管理状

況及び見直しの時期、内容を明

確にしているか 

４ 学校の組織目的と中期的学校

構想のもと、事業計画を作成

し、毎年の教職員研修で方針・

計画を発表している。 

事業計画を教職員が自立的

に計画し決定し全員で共有す

る。その上で職場運営が実行

に移されていく。 

また、運営のチェック機能とし

て①学園の常務会議、②戦略

会議、③運営会議（学科責任

者会議）、④学科会議、部署会

議があり、計画遂行の確認を

する。 

今年度は入学者目標240名に

対し、232 名の入学生に止まっ

た。出願ベースだと 252 名の

出願者があったので、入学辞

退防止が課題。 

 

教育においては進級率目標

90％の達成はできたが、卒年

次の退学者が増加した。 

入学者においては、美容師

科、ヘアメイク科、トータルビュ

ーティ科で定員を確保したも

のの、美容師実践科、トータル

ビューィ専攻科が定員にとどか

なかった。したがって、この 2

学科を課題として次年度の商

品構成をイノベーションする。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法人としては、事業計画・運営方針を定めることを最も重要視している。その意識で毎年、法人とし

て事業計画・運営方針を作成している。事業計画を立てることと、運営方針を定めることは、常に同

時に考え、実践している。 

明文化、文章化され定められた事業計画・運営方針を基に、学校運営に関わる全ての人に周知徹

底すること、そして、共感してもらうことに、年間通じ力を入れている。 

事業計画を教職員が自立的に計画し決定し全員で共有する。その上で職場運営が実行に移され

ていく。 

運営のチェック機能として①学園の常務会議、②エリア戦略会議（運営責任者会議）、③運営会議

（学科責任者会議）、④学科会議、部署会議があり、計画遂行の確認をする。問題点を早期に発見

し、対策を立て、実行するプロセスを確立している。 

 

 

 
最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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2-4 （1/2） 

2-4 運営組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-1 設置法人は組

織運営を適切に行

っているか 

□理事会、評議員会は寄附行為

に基づき適切に開催しているか 

□理事会等は必要な審議を行

い、適切に議事録を作成している

か 

□寄附行為は、必要に応じて適

正な手続きを経て改正しているか 

４ 定期的に理事会・評議員会を

開催しており、議事録を作成し

ている。 

また、議案にかけるべき事項

についても事前に理事会へ提

案している。 

 

学科イノベーションに伴う学

則変更、教員の変更はより

迅速に対応できる環境を整

える。 

学生サービスセンター 

教務マネージャーがコンプ 

ライアンスを意識して業務 

に取り組む環境を整える。 

（会議、申請資料作成など） 

 

法人本部･総務との連携。 

 

他校間チェック 

 

2-4-2 学校運営のた

めの組織を整備し

ているか 

□学校運営に必要な事務及び教

学組織を整備しているか 

□現状の組織を体系化した組織

規程、組織図等を整備しているか 

□各部署の役割分担、組織目標

等を規程等で明確にしているか 

□会議、委員会等の決定権限、

委員構成等を規程等で明確にし

ているか 

□会議、委員会等の議事録（記

録）は、開催毎に作成しているか 

□組織運営のための規則・規程

等を整備しているか 

□規則・規程等は、必要に応じて

適正な手続きを経て改正している

か 

４ 運営組織は、実行計画の最適

化の観点から見直され、その

全体像は、事業計画書の組織

図に示されている。 

運営のチェックは、各会議で

行い、計画遂行の確認をす

る。問題点を早期に発見し、対

策を立て、実行するプロセスを

構築している。 

会議の議事録にルールを設け

ている。 

①主要な会議の議事録は次の日

まで出席者全員に配布する。 

②議事録には、項目の中の「決定

事項」に、アクションプラン（決定事

項の次の担当責任者、行動、目

標、期限などが）明示されている。 

③議事録の保管は理事会、評議

員会の議事録は法人本部戦略会

議、運営会議の議事録は学校事

務部で行っている 

教職員が会議議事録を確

認していないケースがある

ので、会議出席者のみなら

ず、利害関係のある教職員

は必ず目を通すことを推進

していく。 

議事録担当者は利害関係 

者を判断し、必要に応じ直 

議事録を配信する。 
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2-4 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-4-2 続き □学校の組織運営に携わる事務

職員の意欲及び資質の向上への

取組みを行っているか 

 

 

事業計画の具体的な戦略と戦

術と各個人の役割等につい

て、３月初旬の研修で共有し、

以降全体会で確認している。 

継続したモチベーション管理と

情報共有 

日ごろから双方向のコミュニケ

ーションを意識する環境をつく

る。 

 

 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

意思決定に関しては、重要事項の優先順位と対応する機関が明確である。毎年事業計画を見直

し、学校目標達成のための組織をイノベーションすることで組織の活性化を図っている。 
運営会議と各チーム会議が双方向コミュニケーションを図ることで、学校の意思決定をしている。 

昨今LINE等での伝達が多くなっていたが、一斉配信することにより、誰に宛てたものなのかがわか

り難く、一歩的な情報発信しなってしまっているケースが目立ったため、LINEの活用は軽微な情報

伝達に絞り、業務指示等はしないこととした。 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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2-5 （1/1） 

2-5 人事・給与制度 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-5-1 人事・給与に

関する制度を整備

しているか 

□採用基準・採用手続きについ

て規程等で明確化し、適切に運

用しているか 

□適切な採用広報を行い、必要

な人材を確保しているか 
□給与支給等に関する基準・規

程を整備し、適切に運用している

か 

□昇任・昇給の基準を規程等で

明確化し、適切に運用しているか 
□人事考課制度を規程等で明確

化し、適切に運用しているか 

５ 採用計画、人材育成計画は事

業計画で定めた計画を基に、

学園本部が中心となり、採用

活動や、採用試験を実施して

いる。採用は採用基準の基、

厳正に実施している。 

 

目標管理制度を基本とし、こ

れと対応して成果主義を取り

入れた賃金制度を設けてい

る。 

評価の対象としている目標項

目は以下の通り。 

数字化している目標…①入学

者②進級者（率）退学数（率）

③資格合格者数（率）④就職

内定数（率）⑤就職者数（率）

⑥講師料・広報費⑦奨学金返

還率等 

チームで目標を達成させる

ための個人の成果と成長の

場作り。 

 

個々の経験年数や今後キ

ャリアを考えた役割分担を

していく。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

採用計画と人材育成のための研修は、システムとして確立され、有効的に機能している。 

採用に際しては学園本部が中心となり、採用広報や、採用試験を実施している。採用は採用基準

の基、厳正に実施している。また、その後の教職員の育成には、もっとも力を入れている。 

そして、目標管理制度に基づき、成果に応じた人事や賃金決定が行われている。 

 

数字目標を達成する過程の業務や、数字だけでは評価できない業務のプロセス評価、情意評価

を導入している。 

職員へのパーソナルアンケートでは理念、目標の理解度や、職場満足度、各自の希望などの項目

でアンケートを取り、その結果を踏まえた職場環境の改善に取り組んでいる。 

 

 最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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2-6 （1/1） 

2-6 意思決定システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-6-1 意思決定シス

テムを整備している

か 

□教務・財務等の事務処理にお

いて、意思決定システムを整備し

ているか 

□意思決定システムにおいて、意

思決定の権限等を明確にしてい

るか 

□意思決定システムは、規則・規

程等で明確にしているか 

5 意思決定システムは事業計画に

おいて明文化しており、諸会議の

位置づけについても明記されてい

る。学園としての最高決定会議

は、法人理事会・評議員会で、各

校での最高決定会議は運営会議

で、意思決定会議は以下の通り。 

１．理事会・評議員会      

２．学校戦略会議  

３．法人学校運営会議  

４．運営会議 

５．学校全体会議  

６.学科会議・部署会議 

７．各委員会会議  

８．プロジェクト会議 

これらの会議毎に参加者は選抜さ

れ、その中で各リーダーに権限は

委譲されている。 

 会議主催者の会議運営力を

高めるとともに、簡潔で分かり

やすい議事録作成のチェック

をおこなう。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

事業計画・運営方針を定めることを最も重要視している。 

明文化、文章化され定められた事業計画・運営方針を基に、学校運営に関わる全ての人に周知徹

底すること、そして、共感してもらうことに、年間通じ力を入れている。それは、各種の研修（教職員・

講師）、会議（運営会議・学科会議・課別会議等）で行い、全教員が納得して学校運営に携わる環

境作りをしている。このことが、学校･学科の教育成果に繋がっていると考えている。常に市場ニー

ズに対応した事業計画・運営方針をこれからも作成するように努める。 

 

会議は 

１．法人理事会・評議員会     最高決議機関 

２．学校戦略会議          運営方針の起案会議 

３．法人学校運営会議       運営方針の問題を発見・対策立て会議 

４．運営会議             学校の目標達成に向け、発生する問題解決会議 

５．学校全体会議          決定事項の周知 

６．学校学科会議・部署会議    部署の問題解決会議 

７．各委員会会議（広報委員会・総務人事委員会・就職委員会・国家試験対策委員会・広告倫理

委員会・個人情報保護委員会・学科別教育研究委員会・災害対策委員会・カウンセリング委員

会・キャリア教育委員会）  

８． 様々なプロジェクトの会議がある。 

 

 
最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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2-7 （1/1） 

2-7 情報システム 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

2-7-1 情報システム

化に取組み、業務

の効率化を図って

いるか 

□学生に関する情報管理システ

ム、業務処理に関するシステム

を構築しているか 

□これらシステムを活用し、タイ

ムリーな情報提供、意思決定が

行われているか 

□学生指導において、適切に

（学生情報管理）システムを活用

しているか 

□データの更新等を適切に行

い、最新の情報を蓄積している

か 

□システムのメンテナンス及び

セキュリティー管理を適切に行

っているか 

４ 専門学校基幹業務システム

（IBM 社製ⅰ５（アイファイブ）

上に構築）により管理してい

る。 

管理項目は以下の通り。 

①学籍簿管理 ②時間割管

理 ③成績・出席管理 ④学

費管理 ⑤入学希望者及び

入学者管理 ⑥各種証明書

管理 ⑦求人企業管理 ⑧

就職管理 ⑨卒業生管理  

⑩学校会計システム  

⑪人事・給与システム ⑫フ

ァームバンクシステム ⑬研

修旅行管理システム ⑭寮管

理システム ⑮健康管理シス

テム 等により構築されてい

る。 

個人情報の適切な管理と情

報の棚卸し。 

 

 

個人情報保護研修を全巣タ

フが受講し、常に細心の注

意を払う環境にする。 

 

定期的にPC内のデータを整

理し、古くなったデーターや

必要が無くなったデータは削

除する。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個別セクションの情報システム化、その結果としての業務の効率化は推進されていると考えてい

る。 

それは、業務のマニュアル化とシステム化が推進されたことと、法人内のコンピュータ関連会社の

協力で、情報の一元化に成果が現れてきたことによる。 

入学前、在籍中、卒後の流れの教育システムの中で、学生一人ひとりの情報を一元管理し、学生

の様々な支援（進路決定、就職支援、学費相談等）の際に、その情報を活かし、適切な助言ができ

ることで、専門就職への内定獲得や資格合格に結びつけることである。また、業務の効率化によ

り、教職員が直接学生と接する時間を多くすることが可能になった。 

特に、学生の教育・就職・学費入金等、学生に関わる情報処理についてはすべて一元化された運

営を行っており、学生情報にブレがないようにシステム構築をしている。ＩＰＡＤによるステムが導入

され、各授業の出席管理が IT 化されている。 

 

IT リテラシーテストを教職員、講師、学生全員が受けていいる。 

 

教職員全員が個人情報保護研修を受講している。 

 

 

 

 

最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準３ 教育活動 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

平成 20 年の開校以来、教職員の目標として、 

１．専門就職１００％（学科で取得した知識・技術を活かした仕事に就く） 

２．中途退学者 0 名（入学した学生の夢の実現支援） 

３．資格取得１００％ （専門就職に必要な資格を必ず取得） 

を掲げ、その達成のための教育システムの構築に力を入れてきた。この

間、4 つの教育システムを開発してきた。それぞれに関連しあうシステム

なので、ここでまとめてその概要を以下に示すことにする。 

１． PCP 教育システム 

２． MMP プログラム 

３． CPI 教育システム 

４． タワー型カリキュラム 

また、社会のニーズに応えるスキルを身につけるカリキュラムなど特色が

あるものを記載する。 

 

■体験型現場力教育 

４つの教育システムを貫くカリキュラムの中心的な存在として学内で「学

生サロン」の運営をはじめ、業界現場実習・インターンシップでお客様や

職場内コミュニケーション力と問題解決能力の育成している。 

 

各学科の学生には、学期ごとの到達目標や学年目標を設定して、修業

年限の中で確実に到達できる方法論を明示している。教科科目ごとにも

毎回の授業の到達目標を授業前に明示し、学期末の定期試験時に到

達すべき目標に段階的に導く手法をとっている。 

よって、修業年限内に実施されるすべての講義科目の到達目標の集大

成が教育目標のゴールであり、業界の人材ニーズと合致させている。 

退学率は 3％台まで来ているが、入学した学科から別の学科へ転科す

る学生が増えてきた。そのため、退学率はもとより、進級率に重きをお

き、入学した学科で進級し、卒業するための施策を各学科で構築してい

く。 

１． PCP 教育システム 

（P…Pre College、C…College、P…Post College）（※） 

入学前から卒業後までの一貫した人材育成のためのシステム。入

学前に自分の夢や将来の仕事を見いだし（自己発見）、在学中に

その夢の実現に向けて変身していき（自己変革）、そして卒業後

あこがれの職場でプロとしての自分を完成させていく（自己実

現）。そうしたフローでのプロセス全体を総じて呼ぶ。 

 

２． MMP プログラム 

（M…Motivation、M…Mission、P…Professional） 

自立したプロの職業人として業界で活躍するために必要な能力で

ある「モチベーション（動機づけ）」「ミッション（使命感）」「プロフェッ

ショナル（職業的な知恵）」という３つの能力を修得する教育プログ

ラムで構成されている。 

 

３．CPI 教育システム 

CPI 教 育 シ ス テ ム は 、 導 入 教 育 （ Communication ） → 専 門 教 育

（Professionalism）→実践教育（Independence）というプロセスで学習する「体

験学習」に重点をおいた教育システムです。 

 

４．タワー型カリキュラム 

他の関連科目と流れを合わせて、学習効果を積み上げていくカリ

キュラム。学科調査・業界調査・競合校調査を踏まえて、各科目を

配置していく。各学科の置かれている状況を科目群に反映させ、

カリキュラムを構築していくもの。 

 

 

最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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3-8 目標の設定 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-8-1 理念等に沿った教

育課程の編成方針、実施

方針を定めているか 

□教育課程の編成方針、実施方針を

文書化するなど明確に定めているか 

□職業教育に関する方針を定めてい

るか 

４ 学科（コース）の課題を明確にして

課題キーワードを抽出。 それによ

って養成目的や教育目標の見直

しを毎年実施している。 

養成目的等が社会環境の変化、

学生の変化に対応したものになっ

ているかの検証 

環境の変化、学生の変化に伴い、

各学科の定める養成目的等を3つ

のポリシーに置き換え再検討す

る。 

 

3-8-2 学科毎の修業年限

に応じた教育到達レベル

を明確にしているか 

□学科毎に目標とする教育到達レベ

ルを明示しているか 

□教育到達レベルは、理念等に適合

しているか 

□資格・免許の取得を目指す学科に

おいて、取得の意義及び取得指導・

支援体制を明確にしているか 

□資格・免許取得を教育到達レベル

としている学科では、取得指導・支援

体制を整備しているか 

４ MMP プログラム（モチベーション、

ミッション、プロフェッショナル）に

基づき、専門的な技術・知識の他

に「目的意識を育て適性を見つけ

て育てるプログラム」と「プロに必要

な態度・思考・倫理とそれらの基本

となる知識を身につけるプログラ

ム」の 3 種類を体系的に結んでい

る。 

養成目的等が社会環境の変化、

学生の変化に対応したものになっ

ているかの検証 

環境の変化、学生の変化に伴い、

各学科の定める養成目的等を3つ

のポリシーに置き換え再検討す

る。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニーズに向けて正しく方向付けているが

今後さらに、各学科が養成する人材像を明確にし、それに合致したカリキュラム、アドミッションポリシーを明確に

する必要がある。 

学校関係者評価委員会、教育課程編成委員会において各方面からの意見を伺い、各学科のカリキュラムに反

映させている。また、業界の流行、求められる人材を敏感にキャッチし、カリキュラムに反映させている。 
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3-9 教育方法・評価等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状の取組状況 課   題 今後の改善方策 参照資料 

3-9-1 教育目的・目標に

沿った教育課程を編成

しているか 

□教育課程を編成する体制は、規

程等で明確にしているか 

□議事録を作成するなど教育課程

の編成過程を明確にしているか 

□授業科目の開設において、専門

科目、一般科目を適切に配分してい

るか 

□授業科目の開設において、必修

科目、選択科目を適切に配分してい

るか 

□修了に係る授業時数、単位数を

明示しているか 

□授業科目の目標に照らし、適切な

教育内容を提供しているか 

□授業科目の目標に照らし、講義・

演習・実習等、適切な授業形態を選

択しているか 

□授業科目の目標に照らし、授業内

容・授業方法を工夫するなど学習指

導は充実しているか 

□職業実践教育の視点で、授業科

目内容に応じ、講義・演習・実習等を

適切に配分しているか 

４ 学期ごとの到達目標や学年目標

を設定し、修業年限の中で確実に

到達できる方法を確立している。 

 

目標設定の際には、必ず「業界調

査」「競合校調査」を行い、内部と

外部の現状分析を踏まえて設定さ

れる段取りになっている。 

 

MMP プログラムに基づくカリキュラ

ム作成の際には、「学科調査」「業

界調査」「競合校調査」を必ず行

い、内部と外部の現状を理解し、

課題を抽出した上で、「教育目標」

「養成目的」の設定、「モチベーシ

ョンプログラム」「ミッションプログラ

ム」「プロフェッショナルプログラム」

への科目振り分けにつなげてい

る。 

学科毎のディプロマポリシー、カリ

キュラムポリシー、アドミッションポリ

シーを明確にする 

各学科でディプロマポリシー、カリ

キュラムポリシー、アドミッションポリ

シーを検討する機会を設け、チー

ムとして育てたい学生像を明確に

していく 

 

 

 

3-9 （2/3） 



�� 
 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-1 続き □職業実践教育の視点で教育内

容・教育方法・教材等工夫している

か 

□単位制の学科において、履修科

目の登録について適切な指導を行

っているか 

□授業科目について、授業計画（シ

ラバス・コマシラバス）を作成している

かを 

□教育課程は定期的に見直し改定

を行っているか 

   

 

  

3-9-2  教育課程に

ついて、外部の意

見を反映している

か 

□教育課程の編成及び改定におい

て、在校生・卒業生の意見聴取や評

価を行っているか 

□教育課程の編成及び改定におい

て、関連する業界・機関等の意見聴

取や評価を行っているか 

□職業実践教育の効果について、

卒業生・就職先等の意見聴取や評

価を行っているか 

４ 教育課程編成委員会を開催して

いる。 

また、在校生からのヒアリング、卒

業生からのヒアリングを行ってい

る。 

卒業生の業界評価については、

系統だった意見聴取にはなってい

ない。 

定期的にアンケート調査をするな

どの施策をキャリアセンターが中

心となり構築する。 

 

3-9-3 キャリア教育

を実施しているか 

□キャリア教育の実施にあたって、

意義・指導方法等に関する方針を定

めているか 

□キャリア教育を行うための教育内

容・教育方法・教材等について工夫

しているか 

 

４ おもてなしの授業やコミュニケーシ

ョンスキルの授業、プロフェッショ

ナルへの道（担任授業）を行うとと

もに、実際のお客様に来ていただ

く学生サロンで実践している。 

マネジメント教育の要素が弱い 

 

シラバスの中にマネジメントを学ぶ

機会を位置づけていく。 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-9-3 続き □キャリア教育の効果について卒業

生・就職先等の意見聴取や評価を

行っているか 

 キャリアロードマップの中では、キ

ャリア教育を「キャリア形成段階」

「キャリア設計段階」「キャリア開発

段階」の３つに分類し、それぞれの

段階で「流れ」「課題」「方略」を示

している。 

毎年同窓会を実施しているが、参

加率向上のための方策が必要 

卒業生が参加しやすい日時、内

容を吟味し企画していく 

 

3-9-4  授業評価を

実施しているか 

□授業評価を実施する体制を整備

しているか 

□学生に対するアンケート等の実施

など、授業評価を行っているか 

□授業評価の実施において、関連

業界等との協力体制はあるか 

□教員にフィードバックする等、授業

評価結果を授業改善に活用している

か 

３ 授業アンケートは内容精査のため

今年度は中止をした。 

 

授業評価に関してはアンケートの

他に担任面談等を通じヒアリング

をしている。 

授業アンケート内容の精査と実施

方法。 

授業アンケートの内容、実施方法

の再設定、再確認を教務のマネー

ジャーが中心に行う。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニーズに向けて正しく方向付けられてい

る。各学科の教育目標、育成人材像は、常に業界のニーズを反映させるため、業界調査、学科調査、競合校調

査を毎年秋季に行い、そこで現れる業界ニーズに確実に応えられる教育目標、育成人材像を設定している。ま

た、各学科の教育目標、育成人材像を構成する知識、技術、人間性等は、業界の人材ニーズレベルに照らし

て、また学科の教育期間を勘案して、到達することが可能なレベルとして、明確に定められている。 

実技系科目には講師 2 名体制で行い、少人数制だからこそできる一人ひとりに寄り添った授業展開をしている 

 

 最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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3-10 成績評価・単位認定等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-10-1 成績評価・修

了認定基準を明確

化し、適切に運用し

ているか 

□成績評価の基準について、学則等

に規定するなど明確にし、かつ、学生

等に明示しているか 

□成績評価の基準を適切に運用する

ため、会議等を開くなど客観性・統一

性の確保に取組んでいるか 

□入学前の履修、他の教育機関の履

修の認定について、学則等に規定

し、適切に運用しているか 

５ 成績評価及び単位認定の基準は

明確に定めている。基準の遵守は

徹底的に行っている。また一方で

必要なレベルまできちんと到達さ

せた上で進級、卒業を出来るよう

に、成績不良が予想される学生に

対しては、早期段階から補習や特

別授業を実施し、不足している部

分を補う体制をとっている。 

   

3-10-2 作品及び技

術等の発表におけ

る成果を把握してい

るか 

□在校生のコンテスト参加における受

賞状況、研究業績等を把握している

か 

５ コンテストの受賞記録について

は、表彰者写真などの画像データ

も含めて記録している。 

インスタグラム等での情報発信。 

外部コンテストへの積極的な参加

促進と SNS 活用指導。 

コンテスト出場や作品ポートフォリ

オの重要性を授業で伝える。 

SNS の活用方法を授業で伝える。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

成績評価と単位認定の基準は、学則施行細則はもとより、「教育指導要領」及び「学生便覧」にしっかりと明記

し、職員や講師、学生に周知徹底している。 

また、それらに基づき学生指導・支援にあたっている。 

 

各科目、定期試験でＡからＥの５段階評価を行う。 

Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄ・Ｅを不合格とする。 

Ａ（優）  （１００～８０点） 

Ｂ（良）  （ ７９～７０点）       合 格 

Ｃ（可）  （ ６９～６０点） 

Ｄ（不可） （ ５９～ ０点）     

Ｅ 受験資格喪失           不合格 

 

 

 最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 

科目の評価は、定期試験にて評

価する。科目の評価が不合格

（５９～０点）の者もしくは私

的事由により欠席した者につ

いては、再試験を行い、その評

価は最高Ｃとする。 
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3-11 資格・免許取得の指導体制 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-11-1 目標とする

資格・免許は、教

育課程上で、明確

に位置づけている

か 

□取得目標としている資格・免許の

内容・取得の意義について明確にし

ているか 

□資格・免許の取得に関連する授

業科目、特別講座の開設等につい

て明確にしているか 

 

 

 

 

 

 

５ 学科ごとに目標としている資格に

対して、１００％合格を目標に独自

に対策を立て、実施している。資格

取得のサポート体制としては、学科

ごとに若干異なるが、ほぼ全ての

資格に対して対策講座を取り入れ

ている。 

平成 28 年度結果 

美容師国家試験結果 

【美容師科】 

受験者 67 名 合格者 65 名 97％ 

（実技合格：100％） 

筆記不合格者 2 名 

 

【美容師実践科】 

受験者 30 名 合格者 28 名 93.3％ 

実技不合格 1 名 筆記不合格 1 名 

毎年不合格者 1 名、2 名のところま

できている。 

不合格になってしまう学生の傾

向、特徴を掴み、早めの個別対策

を実施していく。 

 

3-11-2 資格・免許

取得の指導体制は

あるか 

□資格・免許の取得について、指導

体制を整備しているか 

□不合格者及び卒後の指導体制を

整備しているか 

４ 在学中不合格であった場合は、卒

業後も合格まで指導していく体制

をとっている。 

資格によっては、通常授業の中に

対策講座を入れている。また、別

に土・日曜を利用して、特別対策

講座を実施している。 

闇雲に補講、対策授業を組むの

ではなく、効果的な支援計画を集

団、個別に立てていく必要がある。 

一人ひとりの学生を見極めた個別

支援計画を明確にする。 
 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

資格取得のための指導体制としては、対在学生、対卒業生ともにシステムとして形になってきている。 

在学時の通常授業に受験対策を盛り込んでいると共に、万一不合格となった卒業生に対しても合格までのフォ

ローを行っている。 

目標に達していない一部の資格に対して、今後合格率を向上させるための更なる対策を講じていく必要があ

る。 

滋慶学園国家試験対策センターと連携し、1 年次から国家試験に向けての講義を行っている。 

受験対策については、模擬試験結果を参考にクラスをレベル分けするとともに、個別の状況により練習計画を

立ててる。 

 

 

 
最終更新日付 201８年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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3-12 （1/2） 

3-12 教員・教員組織 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-1 資格・要件を

備えた教員を確保

しているか 

□授業科目を担当するため、教員に

求める能力・資質等を明確にしている

か 

□授業科目を担当するため、教員に

求める必要な資格等を明示し、確認し

ているか 

□教員の知識・技術・技能レベルは、

関連業界等のレベルに適合している

か 

□教員採用等人材確保において、関

連業界等と連携しているか 

□教員の採用計画・配置計画を定め

ているか 

□専任・兼任（非常勤）、年齢構成、

男女比など教員構成を明示している

か 

□教員の募集、採用手続、昇格措置

等について規程等で明確に定めてい

るか 

□教員一人当たりの授業時数、学生

数等を把握しているか 

 

 

 

 

４ 教育目標達成のために、実習先

や就職先の協力を仰ぎ、より現場

を理解し、最前線で活躍している

講師を確実に確保する方針で採

用している。 

 

講師は、現場での活動も行いつつ

講義も行っている。授業評価の視

点として、受ける学生の視点と、行

う講師の視点の２つを重視してい

る。 

 

現場のプロとして活躍している講

師に教育のプロとしての視点を持

ってもらうための講師会議、科目

連絡会を実施している。 

 

教員の採用計画は事業計画上で

計画している 

 

教員構成は届出資料で明確にし

ている 

 

教員募集については学園の規定

に基づいて実施している 

 

教員一人当たりの授業時間数は

美容師養成施設の規定に準じて

いる。 

美容師養成施設規則改訂による

教員要件の変更に伴う対応 
美容師国家資格保持者で実務 4

年以上経験者の教員研修受講促

進。 

 
 

 

 

 

3-12 （2/2） 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

3-12-2 教員の資質向上

への取組みを行っている

か 

□教員の専門性、教授力を把握・評

価しているか 

□教員の資質向上のための研修計画

を定め、適切に運用しているか 

□関連業界等との連携による教員の

研修・研究に取組んでいるか 

□教員の研究活動・自己啓発への支

援など教員のキャリア開発を支援して

いるか 

４ 評価体制としては、授業アンケート

や、オープン授業、日々の授業報

告書等を通して、各教員の専門性

の把握及び評価を行っている。 

また面談によるヒアリングも行って

いる。 

 

教職員の教育力向上は必須条件

であり、学校と学園でそれぞれ研

修を実施している。 

現場経験は豊富であるが、教える

のは初めてという教員もいるため、

クラス運営、授業運営に悩む教員

も少なからずいる。 

 

各授業でのアクティブラーニング

手法の効果的導入。 

学園の FD 研修、講師会議での研

修実施など、教員勉強会の場を提

供する。 

 

3-12-3 教員の組織体制を

整備しているか 

□分野毎に必要な教員体制を整備し

ているか 

□教員組織における業務分担・責任

体制は、規程等で明確に定めている

か 

□学科毎に授業科目担当教員間で

連携・協力体制を構築しているか 

□授業内容・教育方法の改善に関す

る組織的な取組があるか 

□専任・兼任（非常勤）教員間の連

携・協力体制を構築しているか 

４ 学校では、担任研修を実施し、教

授力向上とともにヒューマンスキル

の向上も図っている。 

講師については、講師会議を通し

て情報共有を図っている。 

さらに科目連絡会及び講師会議を

利用し、右記資料を共有すること

でより適切な協業につなげてい

る。 

経験年数の浅い担任や講師に対

する支援 

新人担任にはトレーナーをつけ、

日々の相談、支援、指導に当た

る。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学科の育成目標を達成するために、講師がその分野のスペシャリストであること、また、同時に講師要件を満た

していることを講師採用において重点を置いている。採用決定の講師は、講師会議、科目連絡会を通して、授

業運営に対する情報の共有化、成功事例の共有、また、学校側の考え、希望する方向性、養成したい学生像

を共有し、問題・情報の共有、解決につなげている。 

担任はクラス事業計画を作成し、講師とも共有している。 

 

 最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準４ 学修成果 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

教育成果は、目標達成の努力の結果である。 

本校は、就職率、中途退学者、資格取得、教育成果を広報することに

よる入学者定員の確保を重要視している。 

 

（１）就職   

開校以来、専門就職と内定１００％の就職支援・指導を行なっている。 

就職支援・指導のため、教務部とキャリアセンターが連携をし、個々の学

生の状態に応じた就職支援をしている。 

また、学内での企業説明会、業界懇談会を分野ごとに開催するなど業界

との連携も強化している。 

（２）退学率 

開学以来 4%台の退学率が、今年度は 3%にすることができた。 

一人ひとりの学生の将来を考え、担任を中心とした学生支援と、チームで

学生を支えるという意識が学生の就学を支えている。 

（３）資格取得 

開校以来、各学科のカリキュラムは専門資格取得のための、受験対

策を含めて立てている。同時に学生のレベルに合わせた個別支援を

実施している。 

その他、卒業生の活躍などにおいて、業界から高い評価を得ている。 

（４）入学定員の確保 

入学定員 240 名には及ばないが、目標の入学者数 200 名を超える 232

名を確保できた。今後は学科イノベーションにより 240 名の確保を目指

す。 

就職については、入学者の多様化に伴う就職希望の多様化に伴い、学

校全体の産学連携を統括できる体制に改革し、戦略的な就職支援を学

科と連携して実施をする。 

また、留学生の卒業後の進路指導等多岐に渡ってきた。 

このため、近年、卒業後進学、留学を希望する学生もでてきたため、就

職支援･指導の根本的な考え方は「卒業後ニートにしない」と定め、学生

一人ひとりに合った指導、支援をしていく。 

（１）就職 

・就職に関わる本校の目標は下記の項目 

① 求人件数         美容業界の求人 

② 就職内定数（率）    内定数/就職希望者 

③ 専門就職数（率）    美容分野の専門職就職 

④ 就職者数（率）      内定者数/卒業生 

 

（２）退学率 

 具体的な施策の主要なものとして、以下がある。 

① カリキュラムの工夫〔タワー型カリキュラム、ＭＭＰプログ

ラム〕 

② 学年暦の工夫（初期教育、休暇明け教育、進級次教育

の際の工夫⇒モチベーション向上プログラムの提供  

③ 担任研修（担任マニュアル） 

④ 滋慶トータルサポートセンター（JTSC）（※） 

⑤ 学 生 カ ウ ン セ リ ン グ の 担 任 、 教 務 部 長 、          

カウンセラーのチームアプロ－チのシステム化       

⑥ 入学生一人ひとりに合わせた支援 

※ 学生の抱える問題を相談できるセンターにカウンセラ

ーが駐在し、学生生活における不安や悩みを相談できる

ようになっている。 

 

（３）進級率 

入学した学科で進級し、卒業していく指標として、進級率を見ていく。 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 

4-13 （1/1） 
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4-13 就職率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-13-1 就職率の向

上が図られている

か 

□就職率に関する目標設定はある

か 

□学生の就職活動を把握している

か 

□専門分野と関連する業界等への

就職状況を把握しているか 

□関連する企業等と共催で「就職セ

ミナー」を行うなど、就職に関し関連

業界等と連携しているか 

□就職率等のデータについて適切

に管理しているか 

4 開校以来就職希望者の内定１００％

は崩したことはなく、就職者数の目標

を重点目標として掲げている。毎月就

職内定状況と以下の７つの項目で問

題がある場合の対策を立て実行す

る。 

・卒業年次在籍者数 

・就職希望者数 

・求人件数（職種別・有効求人数） 

・内定者数（学科ごと、月ごとと累計） 

・専門就職者数 

・月別内定シミュレーション 

・学生就職活動状況表（学科クラス

別） 

２０１7 年度の就職率は 

９３%％であった。 

就職希望者は 3 月の卒業式

前までに内定を獲得したが、

卒業のみを目指す学生が出

てしまっている。 

就職未希望者を出さぬよう、日ご

ろから業界情報、美容の仕事の

魅力とともに、人間力を養う教育

をしていく。 

学校全体の就職の流れと平行

し、一人ひとりの学生の就職モチ

ベーションによる個別支援・指導

を実施する。 

実習やインターン等の外部に出

すときには、実習前、実習中、実

習後授業を強化する。 

次年度はキャリアセンターと卒年

次担任で構成する就職担当者

会議を月 1 回開催し、情報共

有、役割を超えた支援を実行し

ていく。 

□就職率に関する目標設定は

あるか 

□学生の就職活動を把握してい

るか 

□専門分野と関連する業界等へ

の就職状況を把握しているか 

□関連する企業等と共催で「就

職セミナー」を行うなど、就職に

関し関連業界等と連携している

か 

□就職率等のデータについて適

切に管理しているか 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職希望者に対する就職率に関しては開校以来１００％を維持できている。 

これらはキャリアセンターと学科が、年度当初の月別内定シミュレーションから学生の内定獲得まで、常に学科

ごとの学科カリキュラムや求人のピークを考慮して就職指導スケジュールを細かく計画し活動をしている成果で

ある。        

また、新しい試みとして内定者による次年度学生向けの合同就職説明会を実施し、先輩から後輩への就職の

アドバイスを行うことにより、就職への意欲を高める行事を検討している。   

        

     

キャリアセンター…就職に関する相談室を「キャリアセンター」という名称で設置している。 

キャリアセンターの目的は  

① 入学希望者に卒業後の就職イメージを持ってもらう：入学希望者には、具体的な仕事の内容を理解して

もらい、安心して学校を選んでもらえるようにする。 

② 在校生に対しての就職支援：在校生には面接時におけるスキルアップ指導や、筆記試験対策の  実施

等をサポートし、プロ意識を養い育てていく。 

②  同窓生（卒業生）のキャリアアップ支援：卒業後の同窓生には就職した後にさらなるキャリアアップを考

え、マネジメントやコーチング などの実務レベルのスキルアップや、再就職支援を実施する。 

 最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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4-14 （1/1） 

4-14 資格・免許の取得率 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-14-1 資格・免許

の取得率の向上が

図られているか 

□資格・免許取得率に関する目標

設定はあるか 

□特別講座、セミナーの開講等授

業を補完する学習支援の取組はあ

るか 

□合格実績、合格率、全国水準との

比較など行っているか 

□指導方法と合格実績との関連性

を確認し、指導方法の改善を行って

いるか 

４ 開校以来、各学科のカリキュラム

は、専門資格１００％取得を重視

して設計されている。資格取得者

数及びその推移の把握に関して

は、各学科で 

・自校の結果及び推移の把握、

データ化 

・他校の結果及び全国の合格率

の推移のデータ化を行っている。 

また、国家試験対策センターと連

携し、全員合格のための支援を

行っている。 

 

平成 28 年度 

美容師国家試験結果 

【美容師科】 

受験者 67 名 

合格者 65 名 97％ 

筆記不合格者２名 

 

【美容師実践科】 

受験者 30 名 

合格者 28 名 93.3％ 

実技不合格者 1 名 

筆記不合格者１名 

 

毎年不合格者 1 名、2 名のところ

まできている。 

不合格になってしまう学生の傾

向、特徴を掴み、早めの個別対

策を実施していく 

 

学園の国家試験対策センター、

保護者とも連携していく 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

各学科で資格取得の目標を達成するために、対策を立て、実行している。 

 

各資格試験の特徴を捉え、日ごろの授業での精度を上げている。また、資格試験は技術のみならず、メンタル

の強化も必要と捉えている。 

 

 

 
最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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4-15 （1/1） 

4-15 卒業生の社会的評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

4-15-1 卒業生の社会的評

価を把握しているか 
□卒業生の就職先の企業・施設・機

関等を訪問するなどして卒後の実

態を調査等で把握しているか 

□卒業生のコンテスト参加における

受賞状況、研究業績等を把握して

いるか 

３ 毎年卒業生に就業状況アンケー

ト調査を実施し、状況把握に努

めている。 

 

学校ホームページに卒業生ペー

ジを立ち上げている。 

同窓会の活性化する 同窓会のあり方、内容を卒業生

ニーズに応える形でイノベーショ

ンする。 

同窓会ネットワークシステムの確

立の為に名簿の整理をし同窓生

とのネットワークを強化する。 

情報交換の場とする事を目的に

総会を開催する。 

ベルグループ合同同窓会を実

施する。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

就職セミナーや懇談会、コンテスト等で業界の方々を学内に招いたり、逆に実習先や就職先訪問を積極的に

行なうことと、卒業生の活躍により、業界からの評価は高まっている。一方、1 年以内に離職してしまう学生も

20％台あることから、同時にマイナス評価を得ることもある。 

業界を招いての実習ガイダンス時には、現在の学生の状況、学校の考え方を理解してもらうためのプレゼンテ

ーションの場とも位置づけ、業界と共に人材育成をしていきたいということを常に発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準５ 学生支援 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生が目標を達成できるように、物心両面の環境を整備していくことが学

生支援である。そこには学生への厳しくも温かい心がなくてはならない。 

本校としては、学生が抱える小さな困難にも配慮した支援を心がけてい

る。 

 

学生支援は、①就職②学費③学生生活④健康などの分野で行ってい

る。学生支援の体制として、これらの分野それぞれに対応できる担当部署

や専門担当者を置いている。 

 

健康面では、学園のクリニックである慶生会クリニックと連携し学生の健

康管理支援をしている。 

 

一人暮らしの学生支援としては、学園の寮本部と連携している。 

 

 

学校内のみならず学園の資源を活用し学生一人ひとりに合わせた学生

支援・指導、学習支援、生活支援、医療的サポートを行っていく。 
①就職②学費③学生生活④健康などの分野それぞれに対応できる担

当部署や専門担当者は下記になる。 

 

① 就職については、キャリアセンターを設置し、担任と連携を取りなが

ら就職の相談などの支援に当たっている。 

② 学費については、相談窓口を学生サービスセンターとし、本校が提

供できる学費面でのサービスについて詳しい知識とアドバイスがで

きるフィナンシャルアドバイザーを配置して、対応している。 

③ 学生生活面の相談は、専門のカウンセラーが常駐する滋慶トータ

ルサポートセンター（JTSC）で行っている。 

④ 健康管理については、学園グループの診療所である慶生会クリニ

ックが担当し、相談や健康診断および歯科、内科の治療を行って

いる。また一人暮らしで、栄養や生活規律などに乱れがないよう、

指導や啓発活動を行っている。 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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5-16 （1/1） 

5-16 就職等進路 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-16-1 就職等進路に関

する支援組織体制を整

備しているか 

□就職など進路支援のための組織

体制を整備しているか 

□担任教員と就職部門の連携など

学内における連携体制を整備して

いるか 

□学生の就職活動の状況を学内で

共有しているか 

□関連する業界等と就職に関する

連携体制を構築しているか 

□就職説明会等を開催しているか 

□履歴書の書き方、面接の受け方

など具体的な就職指導に関するセミ

ナー・講座を開講しているか 

□就職に関する個別の相談に適切

に応じているか 

４ 本校は、就職に関する相談室を

「キャリアセンター」という名称で

設置している。 

キャリアセンターは、本校に入学

を希望する方から、在校生、同窓

生まで幅広くキャリアアップﾟ支援

（就職支援、生涯学習支援）をし

ている。 

このキャリアセンターと担任が連

携しながら一人ひとりの就職活動

状況を把握し個別支援を行って

いる。 

また、各担任授業では、就職の

具体的活動に関する指導を行う

と同時に、キャリアセンターにお

いても随時相談に乗れる体制を

整えている。 

 

美容サロンや企業の人事担当者

に来校していただく業界懇談会

や就職説明会を適宜実施してい

る。 

 

キャリアセンターと美容師学部の

校舎が離れているため、情報共

有が遅れるケースがある。 

 

戦略的な就職支援 

求人情報の流れを明確化すると

とともに、キャリアセンターが就職

担当者会議を月 1 回主催する。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

開校以来、就職希望者内定者１００％他の実績で表されているように、就職指導体制は高いレベルであると思

われる。 

 

滋慶学園グループの美容系専門学校４校の求人情報がキャリアセンターで閲覧することができる。各校で同じ

分野の求人を共有することができ学生が多くの情報を得ることができる。また求人を無駄にすることなく活用す

ることができる。 

企業の採用時期に合せて学内企業説明会の開催している。また学内面接試験などを行っている。 

 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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5-17 （1/1） 

5-17 中途退学への対応 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-17-1 退学率の低

減が図られている

か 

□中途退学の要因、傾向、各学年

における退学者数等を把握している

か 

□指導経過記録を適切に保存して

いるか 

□中途退学の低減に向けた学内に

おける連携体制はあるか 

□退学に結びつきやすい、心理面、

学習面での特別指導体制はあるか 

４ 中途退学の要因傾向は毎年そ

の原因分類や発生時期など多角

的な面から調査分析し、翌年以

降の支援に役立てている。 

 

また、サポートアンケートという学

生の学習習熟度合いやメンタル

面の状況などを把握するアンケ

ートを活用し学生個々の状況を

把握している。 

 

経験年数の浅い担任力の向上と 

チームで学生を支える仕組みづ

くり 

担任研修の実施 

 

教務部長による担任支援面談 

 

学科会議における学生情報の共

有、チーム支援 

 

運営会議における学生状況の共

有と対策立案 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

近年の学生の変化を捉えるためには経年における様々なデータと学生個々の状況を把握するシステムと問題

の発見と解決を迅速に行うことのできる教職員集団が鍵となる。 

担任力の向上を図るべく、学園グループの研修をはじめ、学内研修、チーム内のケースカンファレンスなどの

会議・研修システムを構築している。 

担任はクラス事業計画を作り、どんなクラスにしたいか、そのために何を、どのように、いつまでに、ということを

クラスの学生と共有している。 

 

 最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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5-18 （1/2） 

5-18 学生相談 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-18-1 学生相談に

関する体制を整備

しているか 

□専任カウンセラーの配置等相談

に関する組織体制を整備しているか 

□相談室の設置など相談に関する

環境整備を行っているか 

□学生に対して、相談室の利用に

関する案内を行っているか 

□相談記録を適切に保存している

か 

□関連医療機関等との連携はある

か 

□卒業生からの相談について、適

切に対応しているか 

４ 本校の学生相談室は、「滋慶ﾄｰ

ﾀﾙｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ（以下 JTＳＣ）」と

いう名称で学生生活全般におけ

る不安や悩みの相談に乗ってい

る。 

センターには専属のｶｳﾝｾﾗｰが

対応しており、学内との連携を図

りながらサポートする体制が整備

されている。 

 

その他、医療機関慶生会クリニッ

クとも連携体制を構築しており、

学生の心身に対するサポートに

も力を入れている。 

経験年数の浅い担任の支援 担任が一人で抱え込まないよう、

チーム支援の意識を高めるため

に、学科会議等で課題学生の共

有し、適切な支援人材を決定す

る。 

 

5-18-2 留学生に対

する相談体制を整

備しているか 

□留学生の相談等に対応する担当

の教職員を配置しているか 

□留学生に対して在籍管理等生活

指導を適切に行っているか 

□留学生に対し、就職・進学等卒業

後の進路に関する指導・支援を適切

に行っているか 

□留学生に関する指導記録を適切

に保存しているか 

 

４ 留学生の相談等に対する体制と

して、国際教育センターの専門ス

タッフと学内の学生サービスセン

ター、担任の 3 者が連携を図りな

がら在籍管理から諸々の指導に

至るまでを総合的な支援を行っ

ている。 

 

留学生に対しては別途日本語学

習支援、留学生面談を実施して

いる。 

留学生の日本語学習支援 

日本人学生の留学生理解 

留学生の日本語講座を働きかけ 

異文化理解、他者理解を担任授

業を中心に行う。 

 

5-18 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

JTSC を設置し、①精神面②学費③健康面などの相談をいつでも受け入れる体制は既に整備され、有効的に

機能していると考えている。全教職員が「ＪＥＳＣカウンセラー資格」を取得し、カウンセリングマインドを持ち相談

に乗っている体制を築き上げている。 

学生一人ひとりを見た上での支援体制はかなり高いレベルであり、それが、近年の退学率減少に結びついてい

ると考えている。 

教職員全員がカウンセリングを学び、学園内組織（滋慶教育科学研究所）が主催する「ＪＥＳＣカウンセラー資

格」を全員に受講させ試験を実施することでカウンセリング技術の均一化を図る。 

心理学／カウンセリング基礎知識習得を行うことで、学生相談室との連携が非常にスムーズにいっている。 

また、進路変更アドバイザーによる進路変更支援も定着してきているが、あくまでも、入学した学科で卒業、就職

が出来るということを第一義的に考えている。 

 

 
最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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5-19 （1/2） 

5-19 学生生活 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-1 学生の経済

的側面に対する支

援体制を整備して

いるか 

□学校独自の奨学金制度を整備し

ているか 

□大規模災害発生時及び家計急変

時等に対応する支援制度を整備し

ているか 

□学費の減免、分割納付制度を整

備しているか 

□公的支援制度も含めた経済的支

援制度に関する相談に適切に対応

しているか 

□全ての経済的支援制度の利用に

ついて学生・保護者に十分情報提

供しているか 

□全ての経済的支援制度の利用に

ついて実績を把握しているか 

４ 学校が窓口となる奨学金として

日本学生支援機構及び東京都

育英資金奨学金等がある。 

 

高等学校で手続きをする予約奨

学金の利用者は年々増加してお

り、在学採用より多くなっている。 

 

企業奨学金として返還不要の奨

学金（リジョブ奨学金）を取り入れ

た。 

 

奨学金に関する情報は学生サー

ビスセンターが整備・管理してい

る。 

 

入学前に申込をする日本学生支

援機構予約採用候補者を対象と

した学費分納制度を整備してい

る他、教育ローン等も含めて学

費に関する相談を学生サービス

センターが窓口で受けている。 

奨学金貸与者の卒業後の返還

義務を含めたマネー教育の充実 

貸与段階から就職活動時、卒業

時期に至るまで、フローで継続

的に行うシステムを構築する。 

 

5-19-2 学生の健康

管理を行う体制を

整備しているか 

□学校保健計画を定めているか 

□学校医を選任しているか 

□保健室を整備し専門職員を配置

しているか 

□定期健康診断を実施して記録を

保存しているか 

□有所見者の再健診について適切

に対応しているか 

 

４ 学校健康法に基づき行われてい

る定期の健康診断は４・５月中に

すべての学生が受診することに

なっている。教職員は４～６月中

に受診することになっている。 

再検査対象学生を含めた健康

診断受診率を 100％にする 

法定健康診断の大切さはもとよ

り、実習、就職に際しても必要な

ものであること、何よりも自分の健

康状態を把握し、健康な状態で

いることがプロとして必要なことで

ある認識をオリエンテーションや

担任授業で伝えていく。 
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5-19 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-19-2 続き □健康に関する啓発及び教育を行

っているか 

□心身の健康相談に対応する専門

職員を配置しているか 

□近隣の医療機関との連携はある

か 

 学校医「慶生会クリニック」や

「滋慶トータルサポートセンター」

が学生の体と精神面の健康管理

をしており、学生の健康管理を担

う組織体制は確立されている。 

   

5-19-3 学生寮の設

置など生活環境支

援体制を整備して

いるか 

□遠隔地から就学する学生のため

の寮を整備しているか 

□学生寮の管理体制、委託業務、

生活指導体制等は明確になってい

るか 

□学生寮の数、利用人員、充足状

況は、明確になっているか 

４ 学園グループで運営しているジ

ケイスペースかさい学生寮本部

の学生寮（約 900 部屋）を中心

に、近隣の提携不動産との連携

により住環境の整備を確立して

いる。 

また、ひとり暮らしセミナーを実施

し生活指導全般にも力を入れて

いる。 

寮本部、寮長との連携。 

 

問題を抱えた学生が発生したと

きに連携を取りやすくするための 

学生状況報告を担任から行なう

システムを確立する。 

 

定期的な寮担当者会議での情

報共有を活発化させる。 

 

5-19-4 課外活動に

対する支援体制を

整備しているか 

□クラブ活動等の団体の活動状況

を把握しているか 

□大会への引率、補助金の交付等

具体的な支援を行っているか 

□大会成績など実績を把握している

か 

４ クラブ活動の一環として、接客ス

キルとサービスマインドを体験を

通して学ぶ「学生スタッフ」活動

を組織し運営している。 

 

各業界主催のコンテストに参加し

ている 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

【経済的支援体制について】 

学生の経済的側面の支援は、かなり高いレベルで出来ていると考えている。 

特に、グループ内資格（ファイナンシャルアドバイザー〔ＦＡ〕）を取得したスタッフによる学費相談会の実施によ

って、事前に学費相談を受けられ、資金のやり繰りをアドバイスできている。相談内容が難しくなっているの

で、その対応をする担当者もスキルアップが必要と考える。 

 

【ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ学費分納制度】 

この制度は、日本学生支援機構の予約採用を利用し、奨学金の採用決定月額で授業料の分納支払いをサ

ポートするシステムである。毎月本人の指定講座へ振り込まれる日本学生支援機構奨学金を授業料に充当し

ている。 

今年度から企業奨学金（リジョブ）を始めた。 
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【健康管理について】 

「慶生会クリニック」は内科・歯科の２科があり、学校からも近く寮などから通う一人暮らしの学生も利用しやす

く、健康管理費の中から支払いが行われるので、安心して受診できる体制がる。また、心の健康の面では、滋

慶トータルサポートセンターがあり、専門のカウンセラーからカウンセリングを受けられる体制を整えている。 

 

【生活環境支援について】 

一人暮らしをする学生についても、学生寮や生活アドバイザーが学生の生活面を見ている。どの組織も学校

と（特に担任）連携を取り、学生の変化などには気を配り注意している。 

また、学園で学生寮を完備しており、学生寮本部の生活アドバイザーが各寮を巡回し生活環境の整備や学

生の支援ができる体制ができている。 

学校では入学直後「一人暮らしセミナー」を実施し、担任面談を実施したり、状況によりカウンセラーのカウ

ンセリングを受けている。 

 

【各種特待制度】 

特待生試験は実技試験か筆記試験を選択できる。実技試験は入学後の学科との関連が強い種目から選択

できる。 

【学生生活セミナーの開催】 

１人暮らしを始める学生が安心安全に学校生活を過ごせるよう、健康管理、防犯の側面を重視したセミナーを

開催している。葛西警察署からは、自分を守る意味での防犯や近年多くなっている悪質な架空請求の話など

をしていただく。また葛西消防署の方には、ビデオを見ながら火災の怖さなどを講演いただいている。生活ア

ドバイザーからは、さらにゴミの出し方など生活全般にわたる細かい話などもしている。 

                            

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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5-20 （1/1） 

5-20 保護者との連携 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-20-1 保護者との

連携体制を構築し

ているか 

□保護者会の開催等、学校の教育

活動に関する情報提供を適切に行

っているか 

□個人面談等の機会を保護者に提

供し、面談記録を適切に保存してい

るか 

□学力不足、心理面等の問題解決

にあたって、保護者と適切に連携し

ているか 

□緊急時の連絡体制を確保してい

るか 

４ 学生をサポートしていく上で

は、家庭との連携が大変重要と

考えている。学園の基本方針に

「保護者からの信頼」を掲げ、学

園全体でその信頼獲得にむけ、

様々な施策を実行している。 

日々の出欠状況や生活面で気

なることは即時に保護者と連携を

とる体制や学期終了時には成績

通知書の発送など常に保護者に

も就学状況が分るような取り組み

を行っている。 

学生への関心の低い保護者との

連携。 

保護者会欠席者に対しては開催

報告を郵送したり、電話連絡を

するなど、常に学校との接点を

持つような施策を考えている。 

 

学科報を作成し保護者へも送付

し、日ごろから関係性を保つ。 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

入学前、入学式、在籍中、卒業式時の保護者会の開催は、学校として重要な学生支援のプログラムと考えてい

る。年何回の開催が妥当なのかは、まだ、明確ではないが、保護者との連携、協力体制おおむね出来ていると

考えている。 

 

美容師科に関しては国家試験についての理解を深めてもらうため、滋慶学園の国家試験対策センターの協力

を得ている。 

 

 
最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 



�� 
 

5-21 （1/2） 

5-21 卒業生・社会人 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

5-21-1 卒業生への支援

体制を整備しているか 

□同窓会を組織し、活動状況を把

握しているか 

□再就職、キャリアアップ等につい

て卒後の相談に適切に対応してい

るか 

□卒業後のキャリアアップのための

講座等を開講しているか 

□卒業後の研究活動に対する支援

を行っているか 

４ 卒業生を正会員とした同窓会組

織がある。同窓会の目的は、会

員相互の親睦、キャリアアップと

母校教育の振興に寄与すること

である。 

また、卒後の資格取得サポート

や再就職支援体制についてもシ

ステムが確立されている。 

同窓会参加者数が例年少ない。 同窓会の内容を卒業生ニーズに

基づきイノベーションしていく。 

 

ベル 4 校合同同窓会などを模索

する。 

 

東京ベルエポック美容専門学校

同窓会組織を確立する。 

 

5-21-2 産学連携による

卒業後の再教育プログ

ラムの開発・実施に取組

んでいるか 

  

□関連業界・職能団体等と再教育

プログラムについて共同開発等を行

っているか 

□学会・研究会活動において、関連

業界等と連携・協力を行っているか 

３ 国家試験不合格者に対する受

験支援やキャリアアップのための

技術指導を行っている。 

 

今年度末から、美容サロンと連携

したセミナーを定期的に開催す

る準備を始めた。 

離職率防止に向けた卒後のフォ

ローアップセミナーの充実が今

後の課題となる。 

 

卒業生の卒業後の動向把握。 

卒業生の離職調査時に再教育

プログラムのニーズに関する調

査を実施する。 

 

5-21-3 社会人のニーズ

を踏まえた教育環境を

整備しているか 

□社会人経験者の入学に際し、入

学前の履修に関する取扱いを学則

等に定め、適切に認定しているか 

□社会人学生に配慮し、長期履修

制度等を導入しているか 

□図書室、実習室等の利用におい

て、社会人学生に対し配慮している

か 

□社会人学生等に対し、就職等進

路相談において個別相談を実施し

ているか 

 

 

４ 社会人のみならず、一人ひとりに

合わせた履修を可能にするため

の長期履修制度や一定条件内

における遠隔授業制度などを導

入している。 

 

卒業後も生涯就職支援をおこな

っており、キャリアセンターを中心

に、元担任等が相談に乗ってい

る。 
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5-21 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

卒後の就職や転職の支援は整備されている。 

また、同窓会組織を使ったネットワーク作りは、今後その業界に卒業生を送り込む学校として大変重要だと考え

る。 

同窓会を組織し、その繫がりで求人を頂き、実習を受け入れてもらうなど多くの成果が表れてきている。 

また近年、業界で実際に働いている卒業生講師なども採用し、在校生にとっても将来の選択肢を広げることに

繫がっている。 

 

【生涯就職支援システム】 

キャリアアップを目指す卒業生や転職を希望する卒業生に対して、キャリアセンターでは卒業後も就職の支援

をしている。 

 

【国家試験フルサポート制度】 

資格取得に関して、在校時に未取得でも卒業後も無料で特別講座を開く体制をとっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準６ 教育環境 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

専門学校は実践的な学習をする教育機関であるが、技術教育に偏ること

なく、おもてなしを核とした、コミュニケーション力、接客力を養うことも重要

であると考えている。 

 

ハード面の環境では、スペシャリストとしての技術を磨くための施設や機器

を完備している。プロの現場と同じ器具、同じ環境で実習授業を受けるこ

とで、学生の学習意欲を喚起することにもつながる。 

 

施設や機器備品については使用方法、管理方法により劣化の度合いが

違ってくるため、担当教員、学科が日ごろからチェックをする必要がある。

また、薬品の管理には十分な注意が必要。  

 

ソフト面では、学外や海外で十分な現場実習ができる実習先の選択と確

保が重要であり、受け入れ先との綿密な学習環境設定の打ち合わせが求

められる。 

 

 

各学科で教材管理担当者を設けているが、定期的な設備、機器備品チ

ェック、在庫管理を実施していく 
主な実習室    

第１校舎  

美容実習室、図書室 キャリアセンター 

 

第２校舎  

ブライダルルーム 

エステ実習室２教室 

メイク・ヘアメイク実習室 

ネイル実習室 

イベントホール 

 

第 3 校舎 

図書室 キャリアセンター 

学生ホール、ロッカールーム 

美容実習室 

 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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6-22 （1/2） 

6-22 施設・設備等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-22-1 教育上の必

要性に十分対応し

た施設・設備・教育

用具等を整備して

いるか 

□施設・設備・機器類等は設置基準、

関係法令に適合し、かつ、充実してい

るか 

□図書室、実習室など、学生の学習

支援のための施設を整備しているか 

□図書室の図書は専門分野に応じ充

実しているか 

□学生の休憩・食事のためのスペー

スを確保しているか 

□施設・設備のバリアフリー化に取組

んでいるか 

□手洗い設備など学校施設内の衛生

管理を徹底しているか 

□卒業生に施設・設備を提供している

か 

□施設・設備等の日常点検、定期点

検、補修等について適切に対応して

いるか 

□施設・設備等の改築・改修・更新計

画を定め、適切に執行しているか 

４ 当校の施設設備は以下の基準を

全て充足している・ 

・専修学校設置基準 

・美容師養成施設設置基準 

・各種資格認定団体認定校設置

基準 

・消防法に関する基準 

・バリアフリー条例基準 

・その他の建築基準 

また、施設設備の維持については

メンテナンスは主にグループ企業

に任せている他、毎年秋に次年度

の施設・設備の営繕等の計画を立

て、更新をするよう心がけている。 

 

日々発生するトラブルについては

学生サービスセンターが担当し不

具合があった場合は担当者に連

絡し修理を依頼する体制で小さな

不具合も迅速に対応するよう心が

けている。 

細かな備品管理、機材管理をし、

常に最良の状態を保つこと。 

各学科に担当者をおき、定期的な

在庫管理や備品管理を講師や学

生とともに意識し、実施する体制を

整える。 

 

6-22 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

実習授業に力を入れている本校にとって、学内実習室が実際の現場で使われている設備を揃えていることが、

必要不可欠である。実践教育のための学内施設、設備はかなり高いレベルで整備されていると考えている。 

各教室、実習室は、各種の申請に必要な条件を全て充足した環境が整っている。 

 

スペシャリストとしての技術を磨くための最新施設や機器を完備し、プロの現場と同じ器具、同じ環境で実習授

業を受けることで、学生の学習意欲を喚起し、専門就職、資格合格率向上につなげる。授業以外でも、個別の

課題に取り組む環境を用意している。関連業界の研修、試験実施の場としても学校を開放している。 

 

 

 
最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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6-23 （1/2） 

6-23 学外実習、インターンシップ等 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-23-1 学外実習、インタ

ーンシップ、海外研修等

の実施体制を整備して

いるか 

□学外実習等について、意義や教

育課程上の位置づけを明確にして

いるか 

□学外実習等について、実施要綱・

マニュアルを整備し、適切に運用し

ているか 

□関連業界等との連携による企業

研修等を実施しているか 

□学外実習について、成績評価基

準を明確にしているか 

□学外実習等について実習機関の

指導者との連絡・協議の機会を確保

しているか 

□学外実習等の教育効果について

確認しているか 

□学校行事の運営等に学生を積極

的に参画させているか 

□卒業生・保護者・関連業界等、ま

た、学生の就職先に行事の案内をし

ているか 

４ 学外実習については事前・事後

教育、報告書、評価方法に至る

一連の流れをマニュアル化して

いる。 

 

また、受入先とは事前に連絡を

取り、その目的、学生状況を伝

え、実習の内容を協議している 

 

海外研修の渡航先に関しては、

学園の国際部と連携をしている。

海外研修は、「国際教育」を実践

するものである。 

 

学生主体のスポーツフェスティバ

ルの実施やチャリティーサロンの

運営等、外部へ出向いたボラン

ティアサロンに積極的に参加して

いる。 

今後は実習先における機密事

項の取り扱いや SNS に関するモ

ラル教育を充実し、実習生が個

人情報保護をはじめとしたコンプ

ライアンスについても理解を深め

る教育が必要である。 

 

実習先に連絡を居れずに欠席

する、欠席連絡をラインで行う学

生がでてきた。 

IT リテラシー教本を作成し、動機

付け教育を実施する。 

 

実習に出るまでの教育で「社会

人としてのマナー教育」を取り入

れる。 

 

6-23 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学外実習・インターンシップ・海外研修を行うことで、学園の理念である「実学教育」「人間教育」「国際教育」の

全てと関わることになり、その教育効果は大きいものと考えている。 

 

美容学校の特色を生かした学生が主体となって運営するヘアサロン、メイクサロン、ネイルサロン、エステサロン

を実施したり、学生のうちから現場を体験するアシスタントプログラムを実施している。 

  

201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 

6-24 （1/2） 
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6-24 防災・安全管理 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-1 防災に対す

る組織体制を整備

し、適切に運用し

ているか 

□学校防災に関する計画、消防計

画や災害発生時における具体的行

動のマニュアルを整備しているか 

□施設・建物・設備の耐震化に対応

しているか 

□防災・消防施設・設備の整備及び

保守点検は法令に基づき行い、改

善が必要な場合は適切に対応して

いるか 

□防災（消防）訓練を定期的に実施

し、記録を保存しているか 

□備品の固定等転倒防止など安全

管理を徹底しているか 

□学生、教職員に防災教育・研修を

行っているか 

４ 施設設備の耐震化については

適切に対応している。 

 

防災に対しては、マニュアルの

整備、スタッフの役割分担、学生

への情報提供など体制の整備は

されている。 

 

防火管理責任者を 2 名任命して

いる。 

 

防災訓練は定期的に実施してい

る。 

防災訓練時の職員の役割と意

識の向上 

防災訓練を年 2 回（春・秋）を実

施するなかで、しっかりと役割分

担をし、その役割の重要性を各

自が理解してから訓練に臨むよ

うに企画をする。 

 

6-24-2 学内におけ

る安全管理体制を

整備し、適切に運

用しているか  

□学校安全計画を策定しているか 

□学生の生命と学校財産を加害者

から守るための防犯体制を整備し、

適切に運用しているか 

□授業中に発生した事故等に関す

る対応マニュアルを作成し、適切に

運用しているか 

４ 学校として保険に加入している。

また、行事ごとに必要に応じて保

険に加入している。 

グループ関連企業に依頼し、法

令に定める防災設備の定期点検

及定期報告を実施している。 

 

 

   

 

6-24 （2/2） 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

6-24-2 続き □薬品等の危険物の管理に
おいて、定期的にチェックを
行うなど適切に対応している
か 
□担当教員の明確化など学
外実習等の安全管理体制を
整備しているか 

 日常においては、専門業者によ

る各設備機器の点検、保守、修

理、修繕を行っている。学校側は

校務課が窓口になり防災に関す

る指導を受け、教職員に指示を

している。 

   

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

防災、火災訓練を実施し、学生、教職員、講師へ非難手順や方法を指示し実施している。 

救急時における知識の習得と意識付けは出来ている。 

 

防災訓練の映像化（ＤＶＤ）がされており、学生・教職員・講師全員が視聴し、防災の意識を高めている。 

すべての校舎入り口付近に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置している。月に一度自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）の点検をしている。 

教職員には、使用方法の講習済みである。校舎入り口にシールを貼り、設置を知らせているので近隣の方々

にも緊急の際使用できるようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 201８年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準７ 学生の募集と受入れ 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

本校は、東京都専修学校各種学校協会に加盟し、同協会の定めたルー

ルに基づいた募集開始時期、募集内容（推薦入試による受け入れ人数

等） を遵守している。また過大な広告を一切廃し、必要な場合は根拠数

字を記載するなど、適正に学校募集が出来るように配慮している 

 

広報・告知に関しては、各種媒体、入学案内、説明会への参加やホーム

ページ、ＳＮＳを活用し、教育内容も含め、正しく知ってもらうように努めて

いる。 

 

これら、すべての広報活動等において収集した個人情報・出願・入学生

の個人情報など本校に関わるものの個人情報は、校内に個人情報保護

委員会を設置し、厳重に管理し、流失および他目的使用のないように管

理と研修の徹底を図っている。 

入学選考に関しては、スケジュールを募集要項に明示し、それに基づき

実施している。 

入学試験終了後は、学校長・事務局長（局次長）・教務部長・広報センタ

ー長（事務局）、全学科長により構成される、「選考会議」により合否を確定

する。面接結果・書類内容・選考試験が実施されている場合、その結果を

踏まえ、将来美容業界で働くことに適性があるか総合的に判断している。 

 

学納金や預かり金、教材及び講師の見直しを毎年行っており、学費及び

諸経費の無駄な支出をチェックしている。 

各学科から、素案として提出されたものを、全学科責任者参加の運営会

議でチェック確認を行い、その結果を最終的に学校事務責任者がチェッ

クしている。 

 

保護者への授業料及び諸経費の提示についても、入学前の段階におい

て、年間必要額を明示し、期の途中で追加徴収を基本的に行わないよう

にしている。 

 

高校生の進路決定早期化に伴い、2 年生の頃から学校見学へ来る高校 

生が増加している。高校 3 年生のみならず、高校 2 年生、更には 1 年生 

にも正しい職業選択ができるよう、体制を整えていく。 

ＡＯ入試、高校推薦入試、自己推薦入試、一般入試と受験者に合った

入試制度を利用してもらっている。また、進路決定が早期にできた受験

希望者には学科の特性に合わせた特待生試験（実技）か筆記試験を選

択することができ、結果により学費の減免につなげている 

 

 

最終更新日付 2018 年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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7-25 （1/2） 

7-25 学生募集活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-1 高等学校等

接続する教育機関

に対する情報提供

に取組んでいるか 

□高等学校等における進学説明会

に参加し教育活動等の情報提供を

行っているか 

□高等学校等の教職員に対する入

学説明会を実施しているか 

□教員又は保護者向けの「学校案

内」等を作成しているか 

４ 高等学校における進学説明会へ

の参加や学校見学、体験授業の

受入を行っている。 

 

高等学校教員の学内見学、説明

会等の受入を行っている。 

 

学校案内は教員、保護者向けに

も対応している。 

   

7-25-2 学生募集を

適切かつ効果的に

行っているか 

□入学時期に照らし、適切な時期に

願書の受付を開始しているか 

□専修学校団体が行う自主規制に

即した募集活動を行っているか 

□志願者等からの入学相談に適切

に対応しているか 

□学校案内等において、特徴ある

教育活動、学修成果等について正

確に、分かりやすく紹介しているか 

□広報活動・学生募集活動におい

て、情報管理等のチェック体制を整

備しているか 

 

 

 

５ 本校は、東京都専修学校各種学

校協会に加盟し、同協会の定め

たルールに基づいた募集開始時

期、募集内容（推薦入試による受

け入れ人数等）を遵守している。 

我々は学生募集活動、広報活動

は入学前教育という位置づけに

しており、受験生の ①職業適性

の発見・開発②目的意識の開発

の支援をしていく重要なプログラ

ムとして位置づけている。 

また、WEB や電話での問い合わ

せについては即時に対応ができ

る体制を整備する他、資料請求

者等の個人情報管理もチェック

するシステムを整備している。 

ＡＯ出願許可判定、出願後の入

試判定の適格化 

学校長、学校責任者、マネージ

ャーで構成する入試判定委員会

を毎週月曜日に開催しする。 

 

 

 

7-25 （2/2） 
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小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-25-2 続き □体験入学、オープンキャンパスな

どの実施において、多くの参加機会

の提供や実施内容の工夫など行っ

ているか 

□志望者の状況に応じて多様な試

験・選考方法を取入れているか 

５ オープンキャンパスや説明会を

実施し、常に参加目標を立て、

達成するための戦略を実施して

いる。 

 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学生募集活動は、学内に個人情報保護委員会を組織し、プライバシーの保護に配慮しながら、学則を基に、そ

の年の入学案内、募集要項の通り、適正に行われていると考えている。 

 

業界の方、卒業生にも体験授業講師として招き、仕事のやりがいなどを伝えてもらっている。 

 

 

 最終更新日付 2018 年５月 31 日 記載責任者 内田 麻奈美 
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7-26 （1/2） 

7-26 入学選考 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-26-1 入学選考基

準を明確化し、適

切に運用している

か 

□入学選考基準、方法は、規程等

で明確に定めているか 

□入学選考等は、規程等に基づき

適切に運用しているか 

□入学選考の公平性を確保するた

めの合否判定体制を整備している

か 

５ 入学選考規定については学内

での選考規程を基にした募集要

項を発行し受験生に適切に告知

している。 

各回の選考に関しては、スケジュ

ールを募集要項に明示し、決め

られた日程に実施している。 

 

   

7-26-2 入学選考に

関する実績を把握

し、授業改善等に

活用しているか 

□学科毎の合格率・辞退率などの

現況を示すデータを蓄積し、適切に

管理しているか 

□学科毎の入学者の傾向について

把握し、授業方法の検討など適切

に対応しているか 

□学科別応募者数・入学者数の予

測数値を算出しているか 

□財務等の計画数値と応募者数の

予測値等との整合性を図っているか 

 

５ 各回の入学選考は学内で組織

する選考委員によりアドミッション

ポリシーや判定基準に基づき合

否判定を行っている。 

 

また、各回の受験者・合格者の

実績は台帳管理している他、入

学手続き完了管理（入金管理）も

同時に行うことで応募者数の予

測に生かしている。 

   

 

7-26 （2/2） 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学則を基にし、募集要項で明記した入学選考方法通り選考をしている。 

 

将来の希望分野への適性をきちんと見極めるため、面接を重視している。 

受験者の過去を評価すのではなく、未来への希望を評価することにより、学力のみにとらわれない、モチベーシ

ョンの高い学生確保に重点を置いている。 

 

 

 

 最終更新日付 201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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7-27 （1/1） 

7-27 学納金 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

7-27-1 経費内容に

対応し、学納金を

算定しているか 

□学納金の算定内容、決定の過程を明

確にしているか 

□学納金の水準を把握しているか 

□学納金等徴収する金額はすべて明示

しているか 

５ 学納金は、その学科の教育目標達成

（卒業時の到達目標）を目指した学校

運営に必要な金額であり、人件費（講

師・教職員）、実習費、施設管理・運

営費等に当てられている。 

 

毎年、各学科において教材及び講師

の見直しを行っており、諸経費の無駄

な支出をチェックしている。各学科か

ら、素案として提出されたものを、最終

的に学校事務責任者の事務局長が

チェックして、厳正に確定をしている。 

   

7-27-2 入学辞退者

に対し、授業料等

について、適正な

取扱を行っている

か 

□文部科学省通知の趣旨に基づ

き、入学辞退者に対する授業料の

返還の取扱いに対して、募集要項

等に明示し、適切に取扱っているか 

５ 東京都専修学校各種学校協会

のルールを基準とし、募集要項

に納入から入学辞退時の返還の

取り扱いについて明記している。 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学納金は適正かつ妥当なものと考えている。 

また、財務の情報公開も私立学校法の改正の義務づけに合わせて、本校でも平成１７年４月１日から法人単位

での公開の体制を取っている。学納金が公正に使われているかを世に問うものとなっている。 

 

入学以前の募集要項上において、事前に年間必要額を明示しているため、保護者に関しては年間支出計画

が立てやすい。  

また、高等学校在学者に対しても、日本学生支援機構の予約採用のアナウンスや教育ローンの案内をするな

ど、学費負担者の立場にたってのアドバイスを実施している。 

 

 

 最終更新日付 201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準８ 財 務 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

５年を見越した長・中期的事業計画を毎年立て、収支計画も作成してい

る。収入と支出のバランスは、理事会で毎年確認されている。 

 

学園の本部機能は、学校の財務体制をしっかりと管理し、健全な学校運

営ができるような仕組みになっている。また、財務監査は学園本部監査ス

ケジュールを元に、会計監査人（公認会計士）、監事、理事メンバーで実

施されて、健全な財務体制を築いている。 

 

さらに、私立学校法に基いた財務情報公開の体制を下記の通りとってい

る。 

  Ⅰ．組織体制 

     １．法人統括責任者 

     ２．学校統括責任者 

     ３．（学校事務担当者） 

   

   Ⅱ．公開書類 

１．財務諸表（財務目録・貸借対比表・収支決算書） 

２．事業報告 

３．監査報告書 

 

   Ⅲ．閲覧場所 

      法人本部 

 

 この体制を平成１７年４月から実施、情報の公開開示も実施している。 

     

＊情報開示の申請は今現状ではない。 

 

予算執行管理を的確におこなうため、月 1 回財務担当者とマネージャー

で構成する予算会議を実施する。 
学園本部は 

１． 事業計画の収支計画のチェック 

２． 消費収支計算書予算対比 

３． 資金収支内訳表 

４． 人件費支出内訳表 

５． 消費収入内訳表 

６． 固定資産明細票 

７． 借入金明細表及び基本明細票 

    

を、管理・運営し、学校の経営を支えている。 

財務の責任体制も明文化されており 

１．法人統括責任者（常務理事） 

２．学校統括責任者（学校運営の現場責任者＝事務局長） 

３．学校事務担当者（学校の経理責任者＝学生サービスセンター

長） 

   

この組織体制と、公認会計士の監査のもと、適正な財務監査を実現して

いる。 

 

 

最終更新日付 2018 年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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8-28 （1/2） 

8-28 財務基盤 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-1 学校及び法

人運営の中長期的

な財務基盤は安定

しているか 

□応募者数・入学者数及び定員充

足率の推移を把握しているか 

□収入と支出はバランスがとれてい

るか 

□貸借対照表の翌年度繰越収入超

過額がマイナスになっている場合、

それを解消する計画を立てているか 

□消費収支計算書の当年度消費収

支超過額がマイナスとなっている場

合、その原因を正確に把握している

か 

□設備投資が過大になっていない

か 

□負債は返還可能の範囲で妥当な

数値となっているか 

 

３ ５年間の中長期的事業計画を立

て、その中で収支計画を作成し

ている。５年間の計画を立てるこ

とによって、短期的 視点だけで

はなく中長期的な視点に立って

学校運営を計画することになる。 

 

予算費目別にみると、管理費、

広報費、人件費が増大している

ため、業務削減、働き方改革を

おこなう。 

 

財務基盤の安定を図るために、

指揮命令の系統を明確にし、計

画（予算）の確実な遂行、予算実

績対比により計画通りに実行され

ているかを確認する。 

 

負債については法人として基準

内となっている。 

 

 

定員充足 今年度は 240 名定員に対して

204 名の入学者であった。 

定員未充足の学科に付いては、

学科のイノベーションをかけてい

く。 

 

 

8-28-2 学校及び法

人運営に係る主要

な財務数値に関す

る財務分析を行っ

ているか 

□最近 3 年間の収支状況（消費収

支・資金収支）による財務分析を行

っているか 

□最近 3 年間の財産目録・貸借対

照表の数値による財務分析を行っ

ているか 

 

４ チェック機能を充実させており、

常に情報を把握から分析できる

体制を整えている。 

広報費、講師料、人件費、管理

費の上昇。 

広報予算、学科予算に関しては

当該部署の責任者がしっかりと

支出の管理をしながら計画的に

予算執行をする体制を整える。 

 

カリキュラムの見直しとともに、常

勤職員、専任職員の授業配分を

検討していく 
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8-28 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-28-2 続き □最近 3 年間の設置基準等に定め

る負債関係の割合推移データによる

償還計画を策定しているか 

□キャッシュフローの状況を示すデ

ータはあるか 

□教育研究費比率、人件費比率の

数値は適切な数値になっているか 

□コスト管理を適切に行っているか 

□収支の状況について自己評価し

ているか 

□改善が必要な場合において、今

後の財務改善計画を策定している

か 

     

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務基盤を安定させていくためには入学定員の確保と新入率を上げていくことが重要である。 

その上で、各費用項目の適正支出が不可欠である。 

昨今、広報費、人件費、講師料、管理費の上昇が目立つため、業務改革に取り組む 

 

 

 

最終更新日付 2018 年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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8-29 （1/1） 

8-29 予算・収支計画 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-29-1 教育目標と

の整合性を図り、

単年度予算、中期

計画を策定してい

るか 

□予算編成に際して、教育目標、中

期計画、事業計画等と整合性を図

っているか 

□予算の編成過程及び決定過程は

明確になっているか 

４ ５ヵ年の事業計画においては運

営方針に基づいて計画され、収

支計画も運営方針に基づいて数

値化される。 

 

特に、収支計画は各学科の入学

者数目標と予測、在籍者目標と

予測から綿密な計画を立ててい

る。学校、学科を取り巻く環境を

常に考慮し、単年度ごとには見

直し、健全な学校運営・学科運

営が出来るよう努力している。 

   

8-29-2 予算及び計

画に基づき、適正

に執行管理を行っ

ているか 

□予算の執行計画を策定している

か 

□予算と決算に大きな乖離を生じて

いないか 

□予算超過が見込まれる場合、適

切に補正措置を行っているか 

□予算規程、経理規程を整備して

いるか 

□予算執行にあたってチェック体制

を整備するなど誤りのない適切な会

計処理行っているか 

４ 収支計画（予算）は５年間作成さ

れ、そのうち次期１年間の予算に

ついては具体的に作成する。 

（中長期計画→短期的計画） 

 

収支計画は広報・教育・就職計

画に基づいて計画され、入学者

数の推定、新学科構想などを行

い、予算へと結びついている。 

 

予算と実行ベースのずれが生じ

ている費目がある 

予算会議を月 1 回開催し、予算

執行管理をしていく 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

予算編成の方法については短期的と中長期的に行っているので妥当な方法と考えている。 

５年を見越した中長期的事業計画を毎年立てその中で収支計画を作成しているが、学校、学園本部、理事会・

評議員会と複数の目でチェックするためにより現実に即した予算編成になっているものと考える。 

当初予算→四半期予算実績対比→修正予算→決算という流れの中で、収支計画が実現可能なものとなり、財

務基盤の強化につながっている点が特徴として挙げられる。 

 

 

 最終更新日付 2018 年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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8-30 （1/1） 

8-30 監査 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-30-1 私立学校法

及び寄附行為に基

づき、適切に監査

を実施しているか 

□私立学校法及び寄附行為に基づ

き、適切に監査を実施しているか 

□監査報告書を作成し理事会等で

報告しているか 

□監事の監査に加えて、監査法人

による外部監査を実施しているか 

□監査時における改善意見につい

て記録し、適切に対応しているか 

５ 体制を整えるべく、学校法人滋慶

学園は公認会計士による税務面

での監査と、監事による業務監

査、会計監査を実施し、その結果

を監査報告書に記載し、理事会

及び評議員会においてその報告

をしている。 

最終的には５月に実施される理

事会及び評議員会に計算書類

が適正であるかどうかを記載した

監査報告書を提出し、内容を報

告している。 

主なフローは以下の通り。 

①取引→②仕訳→③帳簿→④

総勘定元帳→⑤試算表→⑥計

算書類作成→⑦公認会計士及

び監事の会計監査→理事会・評

議員会による承認→行政へ報告 

業務監査・会計監査を実施し、

懸念されるリスクなど指摘を受け

た。 

・現金の取扱 

・有価物件（郵便切手・収入印

紙）未管理 

・領収証の記載・管理状況 

・伝票記載内容・エビデンス内容

不適切事象 

・立替金の長期未精算 

・出張旅費規程の遵守、徹底 

・公用車管理の遵守、徹底 

・マイカー規定の遵守、徹底 

・過重労働 

其々に改善に向けた取り組みを

行い改善されている。 
 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

現在のところ、監査報告書は適正な計算書類を作成している旨の意見が述べられており、適正な計算書類を

作成していると考える。 

監査を有効に実施してもらうために、証憑書類の整理、計算書類の整備、各種財務書類の整理整頓に努めて

いる。 

 

私立学校法上義務付けられている「監事による監査」を受けているが、それに加えて、補助金対象ではない当

学校において「公認会計士による税務面の監査」も受けている。これによって適正な計算書類の作成とその信

頼性の確保に努力している。 

 

 

 

 最終更新日付 2018 年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 



�� 
 

8-31 （1/1） 

8-31 財務情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

8-31-1 私立学校法

に基づく財務公開

体制を整備し、適

切に運用している

か 

□財務公開規程を整備し、適切に

運用しているか 

□公開が義務づけられている財務

帳票、事業報告書を作成しているか 

□財務公開の実績を記録している

か 

□公開方法についてホームページ

に掲載するなど積極的な公開に取

組んでいるか 

5 法律改正に迅速に取り組み、外

部関係では寄附行為の変更認

可及び行政への届出、そして内

部関係では財務情報公開規程

及び情報公開マニュアルを作成

し、財務情報公開体制を整備し

た。 

 

また、職業実践専門課程の基準

に合わせた情報をホームページ

で公開している。 

 ＜体制＞ 

１．法人統括責任者  

（常務理事） 

２．学校統括責任者   （学校

運営の現場責任者＝事務局

長） 

３．学校事務担当者   （学校

の経理責任者＝学生サービス

センター長） 

 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

財務情報公開の体制整備は平成１７年４月１日には終了し、体制整備はできている。学園の特徴は、法改正の

変化に迅速に対応できる機動力である。今後ともどんな法改正にも迅速に対応していくと考えている。 

 

「財務情報公開規程」「情報公開マニュアル」によって、秩序整然たる順序に基づいて情報公開に対処している

点が特徴として挙げることができる。 

 

 

                            

 

 

最終更新日付 2018 年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準９ 法令等の遵守 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法令を遵守するという考えを学園の方針に掲げ、教職員全員でその方針

を理解し実行に努めている。法人理事会の元に、コンプライアンス委員会

を設立し、学校運営が適正かどうか判断している。 

 

現状では、学校運営/学科運営が適正かどうかは、各調査においてチェッ

クできるようにしている。 

 

また、組織体制強化やシステム構築にも努めている。 

 （１）組織体制 

  ①財務情報公開組織体制（あり） 

  ②個人情報管理組織体制（あり） 

  ③広告倫理管理組織体制 

  ④地球温暖化防止委員会 

  ⑤進路変更委員会 

 

 （２）システム 

  ①個人情報管理システム 

  ②建物安全管理システム 

  ③防災管理システム 

  ④物品購入棚卸システム 

  ⑤コンピュータ管理システム 

 

各委員会、組織体制、システムで、常に健全な学校・学科運営ができるよ

うに努めている。 

 

学園本部と連携し事務局長、学生サービスセンター長がコンプライアンス

遵守のための勉強会、教職員への啓発をしていく。 

また、学校責任者、学部責任者、広報責任者も同様にコンプライアンス

意識を高めていく。 

各調査 

１．学校基本調査（文部科学省） 

２．国家資格対象学科 年次報告と年次指導調査（厚生労働省） 

３．自己点検・自己評価（私立専門学校等評価研究機構） 

４．学校法人調査（日本私立学校事業団） 

５．専修学校各種学校調査（東京都専修学校各種学校協会） 

※調査内容 ：学校の現状 

在籍調査 

学生・生徒納付金調査 

卒業者の就職状況調査 

就職希望者内定状況調査 

財務状況調査 

財務情報公開に関する調査 

 

 

最終更新日付 2018 年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 

 

9-32 （1/1） 
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9-32 関係法令、設置基準等の遵守 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-32-1 法令や専修

学校設置基準等を

遵守し、適正な学

校運営を行ってい

るか 

□関係法令及び設置基準等に基づ

き、学校運営を行うとともに、必要な

諸届等適切に行っているか 

□学校運営に必要な規則・規程等

を整備し、適切に運用しているか 

□セクシュアルハラスメント等ハラス

メント防止のための方針を明確化

し、防止のための対応マニュアルを

策定して適切に運用しているか 

□教職員、学生に対し、コンプライ

アンスに関する相談受付窓口を設

置しているか 

□教職員、学生に対し、法令遵守に

関する研修・教育を行っているか 

４ 学校責任者、学生サービス、各

部長が連携し、諸届け業務を行

っている。 

 

就業規則は必要が生じるごとに

改定し、常に最新の状態で閲覧

できるようになっている。 

セクハラ、パワハラ、マタハラにつ

いては相談窓口を設けている。 

 

法令順守に関わる情報発信、研

修は全体会を通して行なってい

る。 

学校運営上必要な法令、規則を

マネージャーはもとより、スタッフ

が理解すこと。 

学園本部と連携し事務局長、学

生サービスセンター長がコンプラ

イアンス遵守のための勉強会、

教職員への啓発をしていく。 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

法令や設置基準の遵守に対する方針は文章化し、法令や設置基準の遵守に対応する体制作を行なってい

る。 

また、教職員の啓蒙として、法令や設置基準を遵守に対する教育または研修を、リーダーと実務担当者で実施

している。 

 

法人本部、学校責任者、学科責任者、学生サービスセンターが連携し、コンプライアンスの知識を高め、学校

全体に波及させていく体制を整えた。 

 

 

9-33 （1/1） 最終更新日付 201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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9-33 個人情報保護 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-33-1 学校が保有

する個人情報保護

に関する対策を実

施しているか 

□個人情報保護に関する取扱方

針・規程を定め、適切に運用してい

るか 

□大量の個人データを蓄積した電

磁記録の取扱いに関し、規程を定

め、適切に運用しているか 

□学校が開設したサイトの運用にあ

たって、情報漏えい等の防止策を講

じているか 

□学生・教職員に個人情報管理に

関する啓発及び教育を実施してい

るか 

３ 全ての役員・教職員・講師が個人情

報に関する法規範を遵守し、個人情

報保護に関する基本理念を実践す

るために「個人情報保護基本規程」

を構築し、社会的要請の変化にも着

目し、個人情報保護管理体制の継

続的改善にも取り組んでいる。 

主な事項は以下の通り。 

・適切な個人情報の収集、保管、使

用、開示及び提供に関する事項。 

・保管している個人情報の保護・修

正・変更に関する事項。 

・対外的な当校の個人情報取扱につ

いての周知、問合せ・苦情受付に関

する事項。 

・教職員への教育・研修、周知徹底

に関する事項。 

個人情報を取り扱う業務の外部委託

先については、「選定チェック表」に

より審査をし、業務委託時には「業務

委託契約書」に保護を明記させ「個

人情報保護誓約書」を提示させてい

る。 

個人情報保護と合わせて、

SNS の使用についての方

策。 

 

個人情報のたな卸しと管理 

学園の就業規則に SNS 利用規

定が盛り込まれているが、それの

周知徹底をおこなう。 

 

 

 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

個人情報保護の教職員への啓蒙（＝研修制度確立済み）と、その運営体制の整備に力を入れることを考えて

いる。 

 

外部機関の「ＴＲＵＳＴｅ」より国際規格の認証を獲得し、毎年個人情報保護管理状況についての検定を受け、

ライセンスを更新し、ホームページ上に明記している。個人情報保護研修受講。 

IT・リテラシーテキストによる研修とチェックテストを毎年実施している 

 
最終更新日付 201７年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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9-34 （1/2） 

9-34 学校評価 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-34-1 自己評価の

実 施 体 制 を 整 備

し、評価を行って

いるか 

□実施に関し、学則及び規程等を

整備し実施しているか 

□実施に係る組織体制を整備し、毎

年度定期的に全学で取組んでいる

か 

□評価結果に基づき、学校改善に

取組んでいるか 

４ 開校した平成 21 年度より私立専

門学校評価機構に加盟し、自己

点検・自己評価に関する情報収

集と準備を進めてきた。昼間部

学科の卒業生を輩出した平成 23

年度より自己点検を開始した。 

学校の自己評価･自己点検評価

に対する一般教職員の関心度を

高める。 

学校責任者、学生サービスセン

ター長が中心となり啓蒙していく 

 

9-34-2 自己評価結

果を公表している

か 

□評価結果を報告書に取りまとめて

いるか 

□評価結果をホームページに掲載

するなど広く社会に公表しているか 

３ 平成25年度より自己評価学校関

係者評価の公表に向けた取り組

みを開始した。 

学校関係者評価結果の HP 上公

開について検討していく。 

 

公開方法については法人本部、

技術的なことに関しては WEB 担

当部署と連携していく 

 

9-34-3 学校関係者

評価の実施体制を

整備し評価を行っ

ているか 

□実施に関し、学則及び規程等を

整備し実施しているか 

□実施に際して組織体制を整備し、

実施しているか 

□設置課程・学科に関連業界等か

ら委員を適切に選任しているか 

□評価結果に基づく学校改善に取

組んでいるか 

３ 平成25年度より学校関係者評価

委員会を設置し学校関係者評価

の整備を開始した。また、同時に

評価結果の公表に向けた取り組

みを開始した。 

学校関係者評価結果の HP 上公

開について検討していく。 

 

公開方法については法人本部、

技術的なことに関しては WEB 担

当部署と連携していく 

 

9-34-4 学校関係者

評価結果を公表し

ているか 

□評価結果を報告書に取りまとめて

いるか 

□評価結果をホームページに掲載

するなど広く社会に公表しているか 

３ 平成25年度より学校関係者評価

委員会を設置し学校関係者評価

の整備を開始した。また、同時に

評価結果の公表に向けた取り組

みも開始した。 

学校関係者評価結果の HP 上公

開について検討していく。 

 

公開方法については法人本部、

技術的なことに関しては WEB 担

当部署と連携していく 

 

 

 

 

 

 

 

9-34 （2/2） 
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中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

学園としては成１７年には、自己点検・自己評価ついての方針が常務会にて打ち出され、その方針のもと、 

平成１８年１２月委員会を立ち上げる。 

当校開校時の平成 21 年度より私立専門学校等学校評価検討委員会の基準を元に、本校の自己評価を真摯

に行うことを確認し、教職員への理解に努める。 

 

私立専門学校評価機構に加盟している。 

  

最終更新日付 201７年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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9-35 （1/1） 

9-35 教育情報の公開 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

9-35-1 教育情報に

関する情報公開を

積極的に行ってい

るか 

□学校の概要、教育内容、教職員

等教育情報を積極的に公開してい

るか 

□学生、保護者、関連業界等広く社

会に公開するための方法で公開し

ているか 

４ 平成25年度より教育課程編成委

員会を組織し、整備を開始した。

平成 2７年 4 月には「職業実践専

門課程の基本情報について」を

公開している 

 

 

保護者会は定期的に実施してい

るが、欠席の保護者との連携が

課題である。 

電話連絡、手紙などを通じ、学

校の情報発信をする。 
 

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

毎年、自己点検・自己評価を実施している。 私立専門学校評価機構に加盟している。 

「職業実践専門課程の基本情報について」を公開している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 201７年 5 月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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基準１０ 社会貢献・地域貢献 

 

総括と課題 今後の改善方策 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

企業や福祉施設、行政と連携し、学生によるヘアメイク、メイク、ネイ

ル、エステを行っている。学生が学外で学んだ技術を提供する機会

は非常によい機会になっている。 

また、赤い羽根共同募金や、赤十字社への募金活動を継続して行っ

ていたことにより、日本赤十字社より表彰を受けた。 

 

学生が現場に出て行くために、技術力以前のルールやマナー、言葉

遣いをはじめとした社会人基礎を身につけさせることが、課題である。 

入学前教育、導入研修、担任授業、専門授業の中で、社会人基礎力を

養う授業を実施するなど、技術偏重にならない教育の展開。 

連携する企業は美容業界に限らず、医療･福祉、スポーツ分野とも連携

している。今年度は JEF ユナイテッドのレディースチームとコラボレーショ

ンし、ファンイベントや選手、スタッフに対して美容技術の提供をしたり、

江戸川区の祭りに協力している。 

 

最終更新日付 201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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10-36 （1/2） 

10-36 社会貢献・地域貢献 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-1 学校の教育

資源を活用した社

会貢献・地域貢献

を行っているか 

□産・学・行政・地域等との連携に関

する方針・規程等を整備しているか 

□企業や行政と連携した教育プログ

ラムの開発、共同研究の実績はある

か 

□国の機関からの委託研究及び雇用

促進事業について積極的に受託して

いるか 

□学校施設・設備等を地域・関連業

界等・卒業生等に開放しているか 

□高等学校等が行うキャリア教育等の

授業実施に教員等を派遣するなど積

極的に協力・支援しているか 

□学校の実習施設等を活用し高等学

校の職業教育等の授業実施に協力・

支援しているか 

□地域の受講者等を対象とした「生涯

学習講座」を開講しているか 

□環境問題など重要な社会問題の解

決に貢献するための活動を行ってい

るか 

□学生・教職員に対し、重要な社会

問題に対する問題意識の醸成のため

の教育、研修に取組んでいるか 

４ 連携する企業は美容業界に限ら

ず、医療･福祉、スポーツ分野とも

連携している。今年度は JEF ユナ

イテッドのレディースチームとコラ

ボレーションし、ファンイベントや選

手、スタッフに対して美容技術の

提供をしたり、江戸川区の祭りに

協力している。 

 

全国各地からの修学旅行生など

の職業体験や高等学校への出張

授業など支援を継続的に実施して

いる。 

 

学園をあげて、地球温暖化対策委

員会を設置し、地球温暖化対策へ

の取り組みをおこなっており、チー

ム－６％運動に登録し運動を展開

している。 

 

 

   



�� 
 

10-36 （2/2） 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-36-2 国際交流に

取組んでいるか  

□海外の教育機関との国際交流の推

進に関する方針を定めているか 

□海外の教育機関と教職員の人事交

流・共同研究等を行っているか 

□海外の教育機関と留学生の受入

れ、派遣、研修の実施など交流を行っ

ているか 

□留学生の受入れのため、学修成

果、教育目標を明確化し、体系的な

教育課程の編成に取組んでいるか 

□海外教育機関との人事交流、研修

の実施など、国際水準の教育力の確

保に向け取組んでいるか 

□留学生の受入れを促進するために

学校が行う教育課程、教育内容・方法

等について国内外に積極的に情報発

信を行っているか 

５ 一部の国や地域には現地事務

所を設け、留学生の受け入れや諸

外国の教育機関からの海外研修

や特別授業等の受け入れに関す

る調整機関として整備している。 

 

学園として教育提携をしている教

育機関の教職員視察や教育内容

についてのディスカッションを実践

している。 

 

留学生受け入れにあたり、滋慶Ｅ

ＡＳＴ国際教育センターを設置し

留学生の在留資格取得のサポー

トをはじめ、在学中の生活サポート

を行っている。 

 

また、学生の国際教育の充実のた

めに研修先教育機関等との教育

提携を行い、毎年プログラムの見

直しを行っている。 

 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

海外からのインバウンド受入を積極的に行いっている。 

学生に対しては、国際教育週間を設け、海外アーティストのデモンストレーションを見る機会をつくったり、海

外研修を実施している。また、英会話を授業に取り入れ、国際的間性、グローバル化に対応できる人材育成を

おこなっている。 

 

 

 最終更新日付 201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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10-37 （1/1） 

10-37 ボランティア活動 

 

小項目 チェック項目 評定 現状・具体的な取組等 課   題 課題の改善方策 参照資料 

10-37-1 学生のボラ

ンティア活動を奨

励し、具体的な活

動支援を行ってい

るか 

□ボランティア活動など社会活動に

ついて、学校として積極的に奨励し

ているか 

□活動の窓口の設置など、組織的

な支援体制を整備しているか 

□ボランティアの活動実績を把握し

ているか 

□ボランティアの活動実績を評価し

ているか 

□ボランティアの活動結果を学内で

共有しているか 

４ 江戸川区の地域振興課主催の

地域祭りへの出展、地域住民を

お客様に迎える学生サロンの

他、地域の老人ホームや障がい

者施設へのボランティア等を行っ

ている。 

 

赤い羽根共同募金の該当募金

をおこなっている。 

 

また、大学や専門学校からの依

頼により、学園祭でのメイクアッ

プ、就職活動メイクなどを行って

いる。 

 

   

 

中項目総括 特記事項（特徴・特色・特殊な事情等） 

地域の方々をお客様として招着いれる学生サロンは、学生が試行錯誤しながら、1 からサロンのコンセプト、メ

ニューなどを考え、実際に運営していくというプログラムであり、高い教育効果があると考え、更なる充実が求

められる。 

 

福祉施設への美容ボランティアは学生の視野、価値観、人間性を高める機会であり、継続的に取り組んでい

きたい。 

福祉施設で行う美容ボランティアは、「福祉美容」への関心を高め、美容のプロとしての視野を広げる機会に

ななることを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

最終更新日付 201７年５月 31 日 記載責任者 山口 敦 
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平成 29 年度重点目標達成についての自己評価 

平成 29 年度重点目標 達成状況 今後の課題 

H29 年度の重点課題は以下の通り。 

 

1．【進級率 90％】 

○上位層対策としての TOP サロンゼミ、コンテスト対策を実施する㊤ 

○アクティブラーニングを導入する㊥ 

○転校・転科者半減のための下位層対策、個別支援を実施する㊦ 

○実践科の実習不適応者を出さないための対策を実施する 

○留学生への日本語対策講座を実施する 

 

2．【入学者 240 名の確保】  

○毎週月曜日のすべコンで広報 PDCA サイクルを回す 

○SNS（twiier.Instagram)で絶えず学校情報を発信し、認知度を高め

る 

○早期 1,2 年生広報を実施する 

○日本語学校５校との連携強化 

 

3.【イノベーション】 

○トータルビューティ専攻科を昼間課程に変更しメイクとエステに化

させ、業界と直結した学科にする 

○継続教育学科（2 年制卒業後のプラス 1 年学科、若しくは 2 年制学

科へ 

 の橋渡し学科としての価値作りを行う 

 

4.【リスクマネージメント、コンプライアンス】 

○安全衛生委員会を月 1 回開催する 

○コンプライアンス委員会（事務局長・マネージャー）を年 6 回開催

する 

○財務会議を月 1 回開催する（滋慶サービス+学サ+学科長） 

 

5.【収益率改善】 

○授業運営改革により、予算削減をする 

○適正な予算執行により無駄をなくし、収益率を高める 

○学費分納者対策を施し、学費未回収を無くす 

○奨学金利用者面談を定期的に行い、卒業後の返還延滞を防止す

る 

平成 29 年度の重点課題に対しての状況は下記の通り。 

 

1．【進級率 90％】 

学校全体の進級率は 92%と目標を達成したが、美容師系学部の新入

率は 98％と未達成と課題が残った。 

TOP サロンゼミは年間を通りして計画的に毎月実施することができ、

定着しつつある。 

アクティブラーニングは組織として導入するにはいたら無かった。 

 

２．【入学者 240 名の確保】 

 入学者は232名と昨年度に比べ大幅に増やすことができたが、240名に

は至らず。要因は美容師実践科とトータルビューティ専攻科。次年度に

向けてイノベーションを実施する。 

日本語学校との連携についても中途半端であった。 

 

３.【イノベーション】 

 トータルビューティ専攻科をイノベーションし、昼間部にしての募集であ

ったが、定員未達成。 

 

４.【リスクマネージメント、コンプライアンス】 

安全衛生委員会の毎月実施、コンプライアンス委員会についてもマネー

ジャーを委員にしての取り組みができた。 

財務会議については。学生サービスセンターが学科長を巻き込み予算

執行調整を実施することができた。 

 

5.【収益率改善】 

収益率目標 10%の達成ができた。要因は上記財務会議の実施によるマネ

ージャーの意識改革、学費未納者対策、働き方改革の浸透によるスタッ

フの意識改革も大きく寄与した。 

平成 30 年度は下記方針で運営していく 

 

【教育】 

○3 つのＰに基づく教育の実施 

○30 人クラス 1 講師 

○授業アンケートによる授業満足度評価 

○学生一人ひとりを見ていく視点で、2ー6－2 の教育を施すことで、進級

率を高める 

○年間計画に基づく TPO サロンゼミの開講 

○上位層対策（コンテスト改革、アシスタントプログラム） 

【広報】 

重点学科：美容師実践科 ヘアメイク科 

○広報チーム学部担当制の実施 全学科の入学定員目標を達成させる 

○毎週月曜日のすべコンで学校全体の方向性を共有する 

○イベントの選択と集中 

○戦略的な SNS（twitter.Instagram)で絶えず学校情報を発信し、認知度

を高める 

【就職】 

○学部と連携した広報に結びつく就職指導、業界訪問等の情報共有 

○同窓会組織の確立 

○実践科実習先訪問を実施し、良質な実習受け入れ先を増やす 

○ベル 4 校のキャリアセンターと連携し、4 校の就職支援体制を構築する 

○奨学金貸与企業・サロンの開拓 

【イノベーション】 

★総定員を 470 名から 500 名へ増員 

○美容師実践科のカリキュラム改革と定員増（ヘアデザイナーコース） 

○ヘアメイク科の定員増 

○トータルビューティ専攻科の廃止 

【リスクマネージメント、コンプライアンス】 

○働き方改革を先導する 

○安全衛生委員会を月 1 回開催する 

○コンプライアンス委員会（事務局長・マネージャー）を年 6 回開催する 

○財務会議を月 1 回開催する（滋慶サービス+学サ+学科長） 

【収益率改善】 

○授業運営改革により、予算削減をする 

○無駄をなくし、収益率を高める 

○学費分納者対策を施し、学費未回収を無くす 

○奨学金利用者面談を定期的に行い、卒業後の返還延滞を防止する 

 


